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第１章 はじめに 

第１節 計画策定の趣旨 

生活排水は、人が日常生活を送る過程で発生する汚水であり、大きく分けてし尿または水洗便所排水

と、台所排水、洗濯排水、浴室排水等の生活雑排水からなる。その処理は、当初し尿を中心に生活環境

を保全し、公衆衛生の向上を図ることに主眼を置いて行われたが、河川、湖沼、海域等の水質汚濁問題

が顕在化するなかで、生活雑排水を含めた処理を行う下水道や集落排水施設、浄化槽などの処理施設を

整備することにより進められてきた。しかし、これらの生活排水処理施設が未整備の地域においては、

生活雑排水が直接、河川等に排出され、公共用水域の主要な汚濁源となるなど社会的な問題となってい

る。 

阿蘇広域行政事務組合（以下、「組合」という。）は、昭和 63 年 4 月に設立され、現在の阿蘇市、南

小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村の１市３町３村（以下、これら１市３町３村を、

本計画において「組合地域」という。）で構成されており、組合地域内で発生する一般廃棄物の適正な処

理・処分を行っている。 

本計画は、前計画の策定から５年が経過することから、新たな計画期間における生活排水処理基本計

画を策定するもので、構成市町村の生活排水対策とも整合を図りながら、組合地域で発生するし尿・汚

泥等を適正に処理・処分するための基本的な計画を定めるものである。 

 

第２節 計画の位置づけ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下、「廃棄物処理法」という。）

第６条第１項の規定により、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下、

「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならないこととされている。 

一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画（一般

廃棄物処理基本計画）、②これに基づき年度ごとに一般廃棄物の収集、運搬及び処分について定める計

画（一般廃棄物処理実施計画）から成り、それぞれ、ごみに関する部分（ごみ処理基本計画、ごみ処理

実施計画）及び生活排水に関する部分（生活排水処理基本計画、生活排水処理実施計画）から構成され

ている（廃棄物処理法施行規則（昭和 45 年厚生省令第 35 号）第１条の３の規定）。 

本計画は、このうち生活排水処理基本計画に該当するもので、組合におけるし尿・汚泥処理事業の基

本となる計画である。 
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図１－２－１ 本計画の位置づけ 
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第３節 計画の期間、目標年次 

組合では、平成 30 年 3 月に基本計画を策定していたが、策定時より 5 年が経過したことから、改

めて基本計画の見直しを行うこととした。計画期間は令和 5 年度を初年度とした１０年間で、令和 14

年度を目標年次とする。 

また、令和 9 年度を中間目標年次として設定し、計画の進捗状況の評価を行い、必要に応じて見直し

を行うものとする。 

 

表１－３－１ 計画期間と目標年次 

区分＼年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

前
回
計
画 

策定年度 ●                

計画の期間                 

目標年次     ○     ○      ● 

本
改
定
計
画 

改定年度      ●           

計画の期間                 

目標年次           ○     ● 

備考：「○」中間目標年次 

 

第４節 計画の範囲 

１． 計画対象の廃棄物 

本計画では、市町村の処理責任に位置づけられている一般廃棄物のうち「し尿」及び「浄化槽汚泥」

を対象とする。 
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２． 計画対象区域 

計画対象区域は、組合を構成する、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原

村の１市３町３村の全域とする。 

 

 

図１－４－１ 計画対象の区域 

 

 

 

  

【熊本県】 
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第２章 地域の概要 

第１節 地域の概要 

１． 位置及び地勢 

組合地域は、九州のほぼ中央、熊本県の北東部に位置し、世界最大級のカルデラやそれを囲む外輪

山、広大な草原や森林など豊かな自然に抱かれた美しい地域にある。また、熊本平野を経て有明海に

注ぐ白川をはじめ、九州中部の一級河川６流域の源流部に位置し、良質で豊富な湧き水も多い。 

産業面では、高地という特性や広大な原野・草地を活かして、米・野菜・畜産を柱とした多様な農

業生産が行われており、また、豊富な森林資源を活かした林業、観光関連の産業が地域の基幹産業と

なっている。 

構成市町村の各種計画、ホームページから、各市町村の位置及び地勢を整理すると、次のとおりで

ある。 

 

１） 阿蘇市 

阿蘇市は、熊本県の北東部、阿蘇地域の中央部に位置しており、熊本県と大分県の県境を有し、

大分県の２市を含めて８つの市町村と隣接しています。 

市域は、東西約 30km、南北 17km で、面積は 376.30km2 となります。 

地形は、阿蘇五岳を中心とする世界最大級のカルデラや広大な草原を有し、比較的平坦地の多い

阿蘇谷と、それを取り巻く阿蘇外輪地域で形成されています。市の大部分が阿蘇くじゅう国立公園

内にあり、野焼きに代表される人と自然の共生によって守られてきた広大な草原や、オオルリシジ

ミをはじめとする阿蘇特有の希少動植物など、豊富な自然と様々な地域資源に恵まれています。こ

れらの地域資源は、世界的に高く評価され、世界ジオパーク及び世界農業遺産に認定されています。 

資料：第２次阿蘇市総合計画(後期基本計画)（第１章 ４ 阿蘇市の現状） 

 

２） 南小国町 

南小国町は九州の中央部、熊本県の東北部に位置しております。地形は阿蘇外輪山、九重連山の

標高 430ｍから 945ｍにありまして起伏が激しく、一部は阿蘇くじゅう国立公園に属します。そ

の中を筑後川の源流として大小 7 つの川が北へ流れます。総面積 115.90 平方 km の 85％が山

林原野で占められ、緑と水のきれいな観光と農林業を主産業とする人口約 4,000 人の純農村です。 

資料：南小国町ホームページ（南小国町の紹介 ＞ 町の位置と地勢） 

 

３） 小国町 

小国町は九州のほぼ中央、熊本県の最北端、阿蘇外輪山の外側にあり筑後川の上流に位置してい

ます。東西北部を大分県、南部を南小国町と隣接し、東西 18 キロメートル南北 11 キロメートル

総面積 136.72 平方キロメートルで総面積の 74%は山林が占めた農山村地域です。自然は九州

山脈の屋根に位置しているため変化がはげしく、夏は涼しく冬は厳しい高冷地帯(平均気温 13℃)

であり、雨も多く年間降雨量は 2,300 ミリメートル、多雨多湿で森林の成育に適しています。 

資料：小国町ホームページ（小国町について ＞ 位置と自然） 
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４） 産山村 

産山村は、九州のほぼ中央部にあたり、世界一の複式火山(カルデラ)である阿蘇山や、九州の屋

根といわれる九重火山群及び祖母山に囲まれています。標高約 500m から 1,047m の高原地帯

に属し阿蘇外輪山と九重山麓が交わる波状高原と、その侵食された急傾斜部分から構成された高原

型純農山村です。村域は、東西 6 キロメートル、南北 10 キロメートルで総面積 60.80 平方キロ

メートル、その 82.7％を山林と原野(改良草地を含む)が占めています。 

産山村は熊本県の最北東端で大分県との県境に位置し、東・南部を大分県竹田市、北西部を阿蘇

郡南小国町、西・南部を阿蘇市にそれぞれ接しています。また、久住・阿蘇・祖母の三山を一望で

きることから、徳富蘇峰(明治の文豪)が、一覧三山台と称したほど、景観に恵まれた地でもありま

す。産山村を大きく分類すると、久住山麓に拓けた牧野地帯、それより源を発する数条の河川によ

って開けた谷部の水田地帯、そして平均標高 600m の火山灰土に覆われた畑作台地に分けられま

す。 

資料：産山村ホームページ（産山村の概要 ＞ 村の位置） 

 

５） 高森町 

高森町は熊本県の最東端にあり、南東部は宮崎県高千穂町、北東部は大分県竹田市に接していま

す。外輪山が南北に走り、南郷谷に開けた比較的傾斜が緩やかな高森、色見地区（標高約 500～

600m）と、外輪山外側の急傾斜地帯である草部、野尻（標高約 500～800m）との性格の異な

る２つの地域からなります。南郷谷に位置する地域は町の４分の１ほどしかなく、急峻な段丘で、

広大な阿蘇谷の景観とは全く異なる景観を呈しています。また、大規模圃場整備はほとんど行われ

ておらず、昔ながらの農地景観が広がっています。 

外輪山外側の地域では、耕作は畑地が主体であり、森林化が進み、モザイク状に点在する小規模

な草原が多い。「奥阿蘇」と呼ばれるとおり、中山間地域の山深い印象を与えています。 

その中では、らくだ山などの火山活動によって生まれた奇岩、荘厳な雰囲気の由緒ある神社、地

形に沿って耕作された畑地や棚田、昔ながらの暮らしの風情を残す集落地など、多様な景観が展開

しています。また、高森峠から見る阿蘇五岳など独自の印象的な風景を体験することができます。 

資料：高森町景観計画（第２章（１）景観の概況） 

 

６） 南阿蘇村 

南阿蘇村は、熊本県の北東部、阿蘇カルデラの南部の南阿蘇といわれる地域に位置し、北は阿蘇

市、南は山都町、東は高森町、西は大津町及び西原村に接している。面積は、全体で 137.3km2

を有しており、総面積の 35.9％を山林が占めている。 

本村は、阿蘇カルデラの南部の南阿蘇と言われる地域に位置しており、東側は中央火口丘から西

南に緩やかな傾斜をなして、そこに水源を発する白川を低地としている。標高 600ｍ以上は、そ

の大部分を山林、原野で占めており、北は阿蘇山上、草千里、火口原を結ぶ線上で区切られている。

西は南阿蘇の入口に当たり、白川が、阿蘇谷を北から流れてくる黒川と立野火口瀬近くで合流し、

白川となって熊本平野へと下っている。南は南外輪山分水嶺から北向きの傾斜地で西部俵山一帯の

高原地域まで及び、低地は東の水源地域から西へと約 300ｍの標高差がある。中央を東から西へ

と流れる白川の両側には、住宅地、商業地、耕地の大部分が広がり、展望性のある田園風景となっ

ている。 

資料：南阿蘇村地域防災計画(令和 3 年度修正版)（第１編 第４節 １ 村の位置と面積，２ 自然的要因） 
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７） 西原村 

西原村は熊本県の中心部熊本市から東方２０キロメートル北緯 32 度 54′19"の地点に位置

し、東西約 9 キロメートル、南北 8.5 キロメートル、総面積 77.22 平方キロメートルです。 

東は阿蘇郡南阿蘇村に北部は大津町、北西部は阿蘇くまもと空港に、南は上益城郡御船町および

同群山都町にそれぞれ接しています。 

村の東部は阿蘇外輪山の一部である標高 1,095 メートルの俵山を中心に広大な原野と山林から

なり、面積は約 6,126 ヘクタールで総面積の 80％を占めています。 

山麓と益城町に接する台地は本村唯一の耕地として畑、または樹園地として利用されているほ

か、西流する鳥子川と木山川流域または、そのほかの小河川流域には水田が拓けています。 

山からの風を多く受け、西原では俗に東風のことを「まつぼり風」と呼びます。 

資料：西原村ホームページ（西原村の紹介 ＞ 村の概要 ＞ 位置と気候） 

 

２． 気候 

組合地域は、阿蘇外輪山に囲まれ海抜高度が４００ｍを越す山地型の気候である。夏は比較的涼し

く、冬は氷点下まで気温が下がり、積雪も見られる。管内の気象観測所の観測データによると、過去

６年間の平均気温及び総降水量は次に示すとおりであり、阿蘇乙姫観測所で 12.9℃～13.7℃、

2,187.0mm～3,395.0mm、南小国観測所で 12.9℃～13.9℃、1,855.5mm～2,913.0mm、高

森観測所で 13.1℃～13.9℃、1,883.0mm～2,740.5mm、南阿蘇観測所で 13.9℃～14.6℃、

2,031.5mm～3,662.0mm となっている。 

また、直近の令和４年における管内の気象観測所の月別観測データは、次のとおりである。 

 

表２－１－１ 気温と降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H29 H30 R1 R2 R3 R4

　平均気温（℃） 12.9 13.3 13.7 13.5 13.7 13.5

　総降水量（mm） 2,819.0 2,722.5 2,525.5 3,395.0 3,003.5 2,187.0

　平均気温（℃） 13.1 13.6 13.8 13.7 13.9 12.9

　総降水量（mm） 2,260.0 2,140.5 1,855.5 2,913.0 2,085.5 1,910.0

　平均気温（℃） 13.1 13.6 13.9 13.8 13.9 13.8

　総降水量（mm） 2,221.0 2,357.5 2,314.0 2,740.5 2,265.5 1,883.0

　平均気温（℃） 13.9 14.2 14.6 14.5 14.6 14.5

　総降水量（mm） 2,457.0 2,595.0 2,640.5 3,662.0 3,097.5 2,031.5

資料：気象庁ホームページ

南小国
観測所

高森
観測所

南阿蘇
観測所

　　　　　　　　　　　　年
　項目

阿蘇乙姫
観測所
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資料：気象庁ホームページ（以下同じ） 

図２－１－１ 令和４年の気温と降水量（阿蘇乙姫観測所） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－２ 令和４年の気温と降水量（南小国観測所） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２－１－３ 令和４年の気温と降水量（高森観測所）   
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図２－１－４ 令和 4年の気温と降水量（南阿蘇観測所） 
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３． 面積及び土地利用 

組合地域の総面積は、1,079.55 km2 で、熊本県の面積 7,409.12 km2（国土交通省国土地理院 

令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調（令和 4 年７月１日時点））の約 15％を占めている。 

主要地目別では、農用地が 190.47 km2（総面積の 17.6％）、森林が 706.03 km2（総面積の

65.4％）、宅地が 25.70 km2（総面積の 2.4％）となっている。 

 
表２－１－２ 総面積・主要地目別面積 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

総面積 農用地 森　林 宅　地

（km2） （km2） 対総面積 （km2） 対総面積 （km2） 対総面積

阿蘇市 376.30 90.40 24.0% 211.46 56.2% 11.82 3.1%

南小国町 115.90 9.59 8.3% 92.88 80.1% 1.26 1.1%

小国町 136.94 14.50 10.6% 106.39 77.7% 1.81 1.3%

産山村 60.81 9.08 14.9% 41.76 68.7% 0.51 0.8%

高森町 175.06 23.60 13.5% 133.80 76.4% 2.61 1.5%

南阿蘇村 137.32 32.00 23.3% 73.73 53.7% 5.33 3.9%

西原村 77.22 11.30 14.6% 46.01 59.6% 2.36 3.1%

組合地域　計 1,079.55 190.47 17.6% 706.03 65.4% 25.70 2.4%

資料：熊本県市町村要覧（令和4年7月）

　　　　　区分
　

 市町村名
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４． 人口及び世帯数 

１） 人口及び世帯数 

組合地域の人口は、令和 2 年の国勢調査時で 58,703 人（阿蘇市 24,930 人、南小国町 3,750

人、小国町 6,590 人、産山村 1,382 人、高森町 5,789 人、南阿蘇村 9,836 人、西原村 6,426

人）となっており、熊本県の人口の 3.4％を占めている。組合地域では、西原村を除き減少傾向で推

移しており、組合全体では平成 27 年調査時と比べて 5,690 人（8.8％）の減少、平成 12 年調査

時と比べると 12,653 人（17.7％）の減少となっている。 

 
表２－１－３ 人口の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２－１－５ 人口の推移 
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阿蘇市

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人） （人） （人） （人） （人）

阿蘇市 30,457 29,636 28,444 27,018 24,930

南小国町 4,657 4,687 4,429 4,048 3,750

小国町 8,954 8,621 7,877 7,187 6,590

産山村 1,824 1,708 1,606 1,510 1,382

高森町 7,300 7,081 6,716 6,325 5,789

南阿蘇村 12,436 12,254 11,972 11,503 9,836

西原村 5,728 6,352 6,792 6,802 6,426

組合地域　計 71,356 70,339 67,836 64,393 58,703

熊本県　計 1,859,344 1,842,233 1,817,426 1,786,170 1,738,301

資料：国勢調査（総務省統計局）

　　　　　区分
　

 市町村名
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また、組合地域の世帯数は 23,613 世帯で、１世帯当たりの人員は 2.49 人となり、熊本県全体

の値（2.42 人/世帯）と同程度となっている。 

一方、人口密度は組合全体で 54 人/km2 であり、熊本県全体の値（235 人/km2）の約４分の１

程度となっている。 

 
表２－１－４ 世帯数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－６ 人口密度・１世帯当たり人員 
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（世帯） （人） （人） （人） （人/世帯） （人/km2）

阿蘇市 9,987 11,763 13,167 24,930 2.50 66

南小国町 1,603 1,781 1,969 3,750 2.34 32

小国町 2,682 3,135 3,455 6,590 2.46 48

産山村 520 714 668 1,382 2.66 23

高森町 2,408 2,788 3,001 5,789 2.40 33

南阿蘇村 4,051 4,796 5,040 9,836 2.43 72

西原村 2,362 3,109 3,317 6,426 2.46 52

組合地域 計 23,613 28,086 30,617 58,703 2.49 54

熊本県 計 719,154 822,481 915,820 1,738,301 2.42 235

資料：［熊本県］国勢調査（令和２年）、［熊本県以外］熊本県市町村要覧（令和４年７月）

　　　　　区分
　

 市町村名

世帯数
人口

人口密度
１世帯当たり

人員
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２） 年齢（３区分）別人口 

組合地域の年齢（３区分）別人口の割合は、15 歳未満が 11.3％、15 歳～64 歳が 48.3％、65

歳以上が 40.4％であり、熊本県全体の値（15 歳未満：12.2％、15 歳～64 歳：53.4％、65 歳

以上：34.4％）と比較すると、15 歳未満と 15 歳～64 歳までの割合が低く、65 歳以上の高齢者

の割合が高くなっている。 

構成市町村別にみると、西原村を除きこの傾向は同様である。西原村は熊本県全体の値と比較する

と、15 歳未満と 15 歳～64 歳までの割合がやや高く、65 歳以上の高齢者の割合が低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図２－１－７ 年齢（３区分）別人口の割合 
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５． 産業別就業者数 

組合地域の産業別就業者数は、第１次産業就業者数が 5,931 人（分類不能分を除いた就業者数の

19.4％）、第２次産業就業者数が 6,489 人（同 21.3％）、第３次産業就業者数が 18,105 人（同

59.3％）となっている。 

組合地域を熊本県全体の値（第１次産業：8.5％、第２次産業：17.7％、第３次産業：73.8％）と

比較すると、第１次産業及び第２次産業が高く、第３次産業が低くなっている。構成市町村間で比較

すると、第１次産業は産山村、第２次産業は西原村、第３次産業は小国町・南小国町が高くなってい

る。 

 

表２－１－５ 産業別就業者数（15歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－８ 産業別就業者数の割合 
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就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （人）

阿蘇市 2,368 18.8% 2,842 22.6% 7,373 58.6% 132 12,715

南小国町 413 19.0% 289 13.3% 1,473 67.7% 7 2,182

小国町 564 16.0% 590 16.8% 2,361 67.2% 12 3,527

産山村 336 41.5% 112 13.8% 361 44.6% 0 809

高森町 631 21.5% 591 20.2% 1,711 58.3% 11 2,944

南阿蘇村 1,056 21.1% 1,075 21.5% 2,872 57.4% 16 5,019

西原村 563 16.1% 990 28.2% 1,954 55.7% 11 3,518

組合地域　計 5,931 19.4% 6,489 21.3% 18,105 59.3% 189 30,714

熊本県 68,682 8.5% 142,030 17.7% 592,661 73.8% 15,886 819,259

資料：［熊本県］国勢調査 令和２年国勢調査 就業状態等基本集計、［熊本県以外］熊本県市町村要覧（令和4年7月）

備考：１　構成比は、合計（分母）から分類不能分を除いて算出

　　　２　四捨五入の関係で、合計が100%にならない場合がある。

合計　　　　　区分
　

 市町村名

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能
の産業
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６． 事業所数 

組合地域の事業所数は、令和元年度の調査時で 3,650 事業所となっており、近年は減少傾向で推

移している。 

 

 

表２－１－６ 事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成8年 平成13年 平成18年 平成21年 平成26年 令和元年

（事業所） （事業所） （事業所） （事業所） （事業所） （事業所）

阿蘇市 1,671 1,634 1,494 1,512 1,486 1,472

南小国町 309 317 352 346 298 288

小国町 671 642 606 574 518 519

産山村 84 75 77 87 79 76

高森町 499 479 432 437 393 368

南阿蘇村 573 600 654 660 647 599

西原村 269 319 342 380 360 328

組合地域　計 4,076 4,066 3,957 3,996 3,781 3,650

資料：[～H18]事業所・企業統計調査結果、[H21～]経済センサス（総務省統計局）

　　　　　区分
　

 市町村名
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第２節 構成市町村の生活排水処理関連基本施策 

ここでは、構成市町村の総合計画等から、まちづくりの将来構想と生活排水処理に関する基本施策に

ついて整理する。 

なお、本節では、市町村独自で廃棄物関連施策を策定・公表しているもののみを記載している。 

 

１． 阿蘇市 

１） まちづくりの将来構想 

「第２次阿蘇市総合計画(後期基本計画)（令和３年 9 月）」に、阿蘇市のまちづくりに関する基本

理念が次のとおり示されている。 
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なお、関連部門の個別計画として、以下のような計画が策定されている。 

名 称 計画期間など 

阿蘇市公共施設個別施設計画 令和 3 年度策定 

阿蘇市公共施設等総合管理計画 令和４年３月改訂 

第３次阿蘇市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 令和元年度策定 

第２次阿蘇市総合計画(後期基本計画) 令和 3 年度策定 

阿蘇市下水道事業全体計画 昭和 53 年～平成 47 年度 

阿蘇市環境基本計画 平成 25 年度～平成 34 年度 

阿蘇市景観計画 平成 27 年度策定 

阿蘇市地域防災計画書 令和４年度修正 

阿蘇市過疎地域持続的発展計画 令和３年度～令和７年度 

熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画 令和 3 年度策定 

阿蘇市国土強靭化地域計画 令和４年 4 月修正 

 

２） 生活排水処理関連基本施策 

阿蘇市における生活排水処理関連基本施策は、「第２次阿蘇市総合計画（後期基本計画）（令和 3 年

9 月）」に、以下のとおり掲載されている。 

 

政策 5「安全」 快適な社会資本の整備及び良質な景観形成によるまちづくり 

実施施策 14（住民環境課） 阿蘇の自然と共生する住・環境の形成 

 

 これまで先人たちが守り育んできた阿蘇の豊かな自然環境を次の世代に着実に引き継いでいくた

め、市民が快適に生活し、安全に安心して暮らすことのできる住・環境の形成を目指します。 

 

◆主要な施策 

施策名：公共用水域の水質保全 

住・環境の向上と公共用水域の保全・計画的な生活排水施設の整備・改修、更新の実施 

 

目指す効果 主な事務・事業 

公共下水道施設の維持管理の向上、延命化

による改築更新費用の平準化、公共用水域

の水質保全 

・下水道区域の未普及解消、接続普及・啓発 

・処理施設の改築更新による長寿命化 

・合併処理浄化槽の普及・啓発 
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２． 南小国町 

１） まちづくりの将来構想 

「第 4 次南小国町総合計画（令和 2 年 3 月）」に、南小国町のまちづくりに関する共有ビジョンが

次のとおり示されている。 

 

共有ビジョン 10 年後の将来像 

き 

築いてきた美しい里山の景観、伝統文

化、生業を次世代に引き継いでいく里 

□乱開発を防ぎ、自然豊かな姿を保っている 

□若い世代に伝統文化や本町らしさの伝承が進んでいる 

□農業や林業に関わる人が増えている 

よ 

寄り添い支え合い、人と人のつながり

を大切にし、一人一人が誇りを持ち、

多様な生き方を尊重しあえる里 

□人々が交流する機会や場所が増えている 

□思いやりと福祉の充実により町民生活の負担が軽減さ

れている 

ら 

ライフラインを充実させ、地域全体で

協力し、だれもが笑顔で安心して過ご

せる里 

□便利で強靭なインフラや生活環境の整備が進んでいる 

□災害から生命・生活を守れる体制が築かれている 

の 

のびのびと学べる環境の中で、すべて

の人が夢に向かって挑戦できる里 

□子供達が地域ならではの体験等を通してのびのびと学

んでいる 

□みんなが夢を持ち、語り合い、互いに挑戦を応援しあ

っている 

さ 

再生可能エネルギーを地域資源から生

み出し、有効活用し、未来につながる

豊かな暮らしを実現する里 

□再生可能エネルギーの産出・活用が進んでいる 

□木材がより活用されている 

と 

共に連携し、世界とつながり、世界に

誇れる幸福な暮らしができる里 

□町外･国外から本町及びその地域資源等への注目が高ま

っている 

□本町への移住者や移住希望者が増えている 

□町外で本町のために活動する人や企業が増えている 
 

２） 生活排水処理関連基本施策 

南小国町における生活排水処理関連基本施策は、「第 4 次南小国町総合計画（令和 2 年３月）」に、

以下のとおり掲載されている。 

３ 戦略に基づき取り組む施策・重点事業 

【戦略５】交通・買物・医療・福祉等の生活のあらゆる場面で、誰もができる限り 不安や不便さを

感じることなく暮らしていくために、ハード・ソフト両面で必要な対策を講じていく。 

 

≪施策（１４）≫地域住民の生活を支えるインフラの整備及び管理 

＜概 要＞ 

・道路、水道・下水道等の公共インフラは、地域住民の安全で快適な生活を支える重要な施設で

あり、利便性の向上や防災機能の強化等を目的とした整備を進めるとともに、常時安全な状態

を維持できるよう適切な管理に取り組みます。 

・水道・下水道については、長寿命化計画の策定を進めつつ、基幹管路の耐震化に向けて、診断、

設計及び施工に順次取り組んでいきます。 

・また、近年の地震や水害等の災害によりダメージを受けた施設については、可能な限り早期に

復旧できるよう工事を進めます。 

・さらに今後の災害に備え、国土強靭化地域計画の内容に沿って、被災時の公共インフラの機能

確保及び早期 復旧のための対策を推進していきます。 
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３． 小国町 

１） まちづくりの将来構想 

「第 6 次小国町総合計画（令和 3 年 3 月）」に、小国町のまちづくりに関する基本理念が次のとお

り示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２） 生活排水処理関連基本施策 

小国町における上水道・生活排水処理 に関する基本方針は、「第 6 次小国町総合計画（令和 3 年

3 月）」に、以下のとおり掲載されている。 

基本方針 

水道事業の拠点施設の点検・修理（改良、漏水対策）や老朽管を計画的に更新し、安定した水の供

給に努めて水質安全性を確保するとともに、災害対策の強化など様々な課題に対応しながら「安心・

安定・持続・強靭」な水道事業を実現させます。また、「小国町汚水処理構想」に基づき、既存事業に

よる農業集落排水事業などは今後の人口減少に伴い、段階的に規模縮小などを検討しながら施設の耐

用年数や老朽化を勘案し、適切な更新計画のもとで継続しながら、個人設置による合併処理浄化槽整

備の普及促進などを図り、河川の水質保全と汚濁防止を今後も推進します。 

主要事業 

主要事業 取組内容 

1. 上水道の整備  「安心・安定・持続・強靭」を目標に掲げ、水道事業の施設・管路のうち法定耐用年数を経過

したものから優先的に計画的な更新を行っていくとともに、水質安全性の確保、災害対策とし

て水道事業の施設・管路の耐震化を進めるなど、給水区域内における災害予防、災害給水対策

及び災害復旧に関し、防災活動の総合的かつ計画的な推進を図るための防災計画を策定してお

り、今後もその体制整備の継続を図っていきます。 

また、災害時に水源を失うリスクに対応するため、新しい水源地開発を検討し、安定した水

の供給に努めると同時に水資源の可能性を検討します。 

2. 生活排水対策  農業集落排水事業で整備した 3 地区（田原・秋原、西里、黒渕）の生活排水処理施設につい

ては、状況に応じた計画的な機器の更新等を行いながら生活排水処理が中断しないように運営

していきます。 

施設の維持管理をはじめ、合併処理浄化槽設置整備事業等との関係も考慮しつつ、今後は県

が見直す「熊本県生活排水処理施設整備構想」との整合を通して、「小国町汚水処理構想」の見

直しを令和５年度に行うなど、生活排水処理施設整備のあり方について検討します。 

         

先人たちの経験・知恵・伝統を引き継ぐために 先人たちが残した自然環境を未来へ引き継げるまち

先人たちが残した伝統・文化を未来へ引き継げるまち

先人たちが残した産業を未来へ引き継げるまち

今を生きるすべての町民のために 誰もが健康で安全で快適な生活を送れるまち

町外の人と広域的に交流を育み関係を築けるまち

誰もが健康で不自由なく暮らせるまち

安心で便利な行政サービスが受けられるまち

次世代を担う子どもたちのために 子どもを産みやすく健やかに育てることができるまち

すべての世代が学び合えるまち

世代や地域、関係者の垣根を超えた交流のために 誰もが交流・参画し助け合えるまち
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４． 産山村 

１） まちづくりの将来構想 

「産山村第 6 次総合振興計画書（令和 2 年 3 月）」に、産山村のまちづくりに関する基本理念が次

のとおり示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 生活排水処理関連基本施策 

産山村における生活排水処理関連基本施策は、「産山村第 6 次総合振興計画書（令和 2 年 3 月）」

に、以下のとおり掲載されている。 

施策の目標 

ごみの分別収集の徹底及びリサイクル、し尿処理と合わせて合併処理浄化槽の補助体系を継続し

て推進し、60％の普及をめざします。さらに、自然エネルギーの活用、水源涵養林の保全、クリー

ンエネルギーの推進、化石燃料に頼らないエネルギー供給の仕組みなどを検討し、持続可能な社会

をめざします。 

 

具体的施策 

産山村の自然環境を守るため、環境負荷を低減させる取組みを行います。リサイクルを推進する

ため、ゴミの分別について啓発活動を行うほか、ゴミの回収を行います。 

循環型の生活を推進し、ゴミの削減を行うため、家庭用生ゴミ処理機の購入にあたり補助制度を

設けます。産山村の公共用水域の水質汚濁の進行を防止し、住民の生活環境保全を図るため、合併

浄化槽の設置費用の一部に対して補助を行います。 
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５． 高森町 

１） まちづくりの将来構想 

「高森町総合計画後期基本計画（令和 2 年 3 月）」に、高森町のまちづくりに関する基本理念が次の

とおり示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

22 
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２） 生活排水処理関連基本施策 

高森町における生活排水処理関連基本施策は、「高森町景観保全ガイドライン（令和２年 3 月）」

に、以下のとおり掲載されている。 

 

８ 排水 

（１） 河川又は用水路等に排水を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 工場、事業用排水については、関係法令等の基準により適正に処理するものとする。 

イ し尿及び雑排水については、次の事項に努めるものとする。 

（ア） 工場、事業場及び接客業を営む建築物並びに新規住宅で、水洗便所を設置する場合は、浄

化槽法（昭和５８年法律第４３号）の基準により適正に処理するため合併浄化槽など処理能力

の高い施設を設置するものとする。 

（イ） 既存の住宅及び新規住宅のうち別荘等で常住を目的としない建築物で、合併処理をしない

場合のし尿処理については、汲み取り式とし、雑排水については、簡易沈殿槽を設置するもの

とする。 

（２） 前（１）以外の河川等へ排水を行う場合は、町と協議するものとし、その処理は、前（１）に

準ずるものとする。 

（３） 排水に必要な河川等がない地域については、具体的な処理計画をもって町及び関係部落と協

議するものとする。 
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６． 南阿蘇村 

１） まちづくりの将来構想 

「第２次南阿蘇村総合計画後期基本計画（令和 4 年 3 月）」に、南阿蘇村のまちづくりに関する

政策・施策について次のとおり示されている。 
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２） 生活排水処理関連基本施策 

南阿蘇村における生活排水処理関連基本施策は、「第２次南阿蘇村総合計画後期基本計画（令和 4

年 3 月）」に、以下のとおり掲載されている。 

 

政策 1 自然環境の保全と活用 

施策１ 水環境の保全 

目指すべき姿 ・合併処理浄化槽の普及率が高くなっていきます。 

・農業集落排水処理区域内施設に 100％つなぎ込みが完了しています。 

・水田や森林を活用した地下水涵養の取り組みが高くなっています。 

・「環境保全型農業」の仕組みが確立しています。 

施策の推進方針 ①合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付事業の実施 

合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付事業を継続実施し、普及率向上を

目指します。 

②下水道事業の経営状況の改善 

農業集落排水事業の安定的経営に努めながら、生活排水事業は今後の方向

性について検討を進めます。 

③計画的な下水道処理設備の更新 

経営戦略における長寿命化計画に基づき、維持管理適正化計画を策定し、

下水道処理施設の改築・更新を進めていきます。 

④地下水保全条例の普及 

地下水保全条例の周知に努め適切に指導を行います。 
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７． 西原村 

１） まちづくりの将来構想 

「第 5 次西原村総合計画後期基本計画（令和元年３月）」に、西原村のまちづくりに関する基本理

念が次のとおり示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

 

２） 生活排水処理関連基本施策 

西原村における生活排水処理関連基本施策は、「第 5 次西原村総合計画後期基本計画（令和元年３

月）」に、以下のとおり掲載されている。 

第 3 編 生活環境の整備 

第 2 章 上水道・下水処理 

基本方針 

安定的な給水に向けて、水道組合と村営水道の合併を視野に入れた計画的な老朽管の布設替

えを行い、有収率の向上を図ります。 

合併処理浄化槽の普及促進と維持管理を図り、より効果的な生活排水処理を推進します。 

主要取組施策 

２．下水処理 

⃝これからも補助金等を活用し、住民に合併浄化槽の転換の働きかけを行い、合併処理浄化槽

への切り替えを推進します。 

⃝合併処理浄化槽設置者に対し、適正な維持管理を促すために、県、市町村、指定検査機関、

保守点検・清掃業者の連携を図ります。 
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第３章 生活排水処理の現状と課題 

第１節 国におけるし尿処理行政の動向 

１． し尿処理行政の動向 

し尿処理施設は、し尿及び浄化槽汚泥の衛生処理を推進し、公衆衛生の向上を図ることを目的に整備

が進められてきたが、近年は循環型社会の形成を実現して行く必要性から、し尿・浄化槽汚泥の処理に

おいてもリサイクルの推進が求められるようになり、国は平成 9 年度から、衛生処理と資源の再生機能

を併せ持つ「汚泥再生処理センター」を国庫補助の対象に位置付けている。一方、し尿の衛生処理のみ

を目的とした従来からの「し尿処理施設」の新設は国庫補助の対象外となっている。 

また、浄化槽はこれまで公共下水道の整備と合わせて郊外の住宅団地や公共下水道の整備に適さない

中山間部などを中心に設置が進められてきたが、合併処理浄化槽に比べ単独処理浄化槽は、汚濁負荷の

大きい生活雑排水を未処理で放流することなどから水環境の保全上大きな弊害となっていた。そのため、

平成 12 年 6 月の浄化槽法の改正（平成 13 年 4 月 1 日施行）に伴い水洗便所排水と生活雑排水を合

わせて処理する合併処理浄化槽のみが「浄化槽」と定義され、その普及が進められている。一方、単独

処理浄化槽は、「みなし浄化槽」とされ、新設が原則的に禁止されている。 

なお、やむを得ない措置として実施されていたし尿の海洋投入は、平成 14 年の廃棄物処理法の一部

改正により平成 14 年 2 月から原則禁止となり、現にし尿の海洋投入処分を実施していた自治体に対す

る 5 年間の適用猶予期間を経て、平成 19 年 2 月からは全面禁止となっている。 

 

１） 国の基本方針・計画等 

廃棄物処理法の基本方針では、し尿を含む生活排水対策について、持続的な汚水処理システムの構

築に向け、下水道、集落排水施設、浄化槽のそれぞれの有する特性、経済性等を総合的に勘案して適

切な役割分担の下での計画的な実施を促進するとしている。特に、浄化槽の整備については、単独処

理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について、転換費用の支援や広報活動により推進を図るととも

に、個別分散型処理システムとして災害に強く、早期に復旧できるという特性を持つ浄化槽の更なる

普及促進のための検討を進めることとしている。 

また、国の廃棄物処理施設整備計画（平成 30 年６月 19 日 閣議決定）では、し尿及び生活雑排

水対策に関しての重点目標を次のとおりとしている。 

 

廃棄物処理施設整備計画 

目標及び指標（抜粋） 

目標 指標 

し尿及び生活雑排水の処理を推進し、 

水環境の保全を図る。 

〇浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率 

53％（2017 年度見込み） 

⇒70％（2022 年度） 

〇省エネ型浄化槽の導入による CO2 

排出削減量 

5 万トン CO2（2017 年度見込み） 

⇒12 万トン CO2（2022 年度） 

       資料：廃棄物処理施設整備計画（平成 30 年６月 19 日 閣議決定） 
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２） 循環型社会形成推進交付金 

市町村等が行う、地域の生活基盤を支えるための社会インフラである一般廃棄物処理施設の整備を

支援する制度として、平成 17 年度に従来の補助金制度に代えて「循環型社会形成推進交付金」が創

設された。その概要等は次のとおりである。 

 

（１）交付金制度の概要 

循環型社会形成推進交付金制度は市町村等が必要に応じて都道府県及び国（環境省）と意見交換を

行う会議を開催し、循環型社会推進のための目標とそれを実現するために必要な事業等を記載した

「循環型社会形成推進地域計画（以下、「地域計画」とする。）」を作成し、国はこの地域計画が廃棄物

処理法の基本方針に適合している場合に、年度ごとに交付金を交付するものである。 

また、市町村には、地域計画期間終了時に目標の達成状況に関する事後評価が求められ、その結果

については公表することとなっている。 

 

表３－１－１ 循環型社会形成推進交付金制度の概要 

項目 内容 備考 

1.目的 廃棄物の 3R（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するた

めの、市町村の自主性と創意工夫を生かしながら、広域的かつ総合的に廃

棄物処理・リサイクル施設の整備を推進することにより、循環型社会の形

成を図る。 

 

2.概要 市町村（一部事務組合を含む）が広域的な地域について作成する「循環型社

会形成推進地域計画※」（概ね 5 ヵ年間の計画）に基づき実施される事業の

費用について交付する。 

 

 ①循環型社会形成 

推進地域計画の作成 

計画対象地域の市町村が、必要に応じて都道府県及び国（環境省）と意見交

換を行う会議を開催し、3R 推進のための目標と、それを実現するために必

要な事業等を記載した循環型社会形成推進地域計画を作成する。 

交付金を活用して達成するべき

目標を設定 

(例)目標：廃棄物の減量化 

     リサイクルの推進 

     最終処分量の抑制 等 

 ②交付金の交付 国は、循環型社会形成推進地域計画が、廃棄物処理法の基本方針に適合し

ている場合、年度ごとに交付金を交付する。 

 

 ③事後評価 計画期間終了時、市町村に目標の達成状況に関する事後評価を求めること

とし、その結果等についてチェックし公表する。 

 

3.交付対象 対象地域 市町村（人口 5 万人以上又は面積 400km2 以上の計画

対象地域を構成する場合に限る） 

（特例）沖縄県、離島地域、奄美群島、豪雪地域、半島地

域、山村地域、過疎地域及び環境大臣が特に浄化

槽整備が必要と認めた地域にある市町村を含む

場合については、人口又は面積の要件に該当し

ない場合でも交付の対象とする。 

 

対象施設及び 

事業 

循環型社会の形成を進めるための幅広い施設を対象とす

る。 

表 3-1-2 参照 

※一般廃棄物処理計画に施設の具体的な立地計画等地域計画に必要な事項が位置付けられている場合は、これをもって地域計画に 

代えることができる。 

資料：環境省「循環型社会形成推進交付金等申請ガイド（施設編）」令和 3 年 3 月 

    循環型社会形成推進交付金交付要綱、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領 
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（２）交付金対象事業と交付率 

循環型社会形成推進交付金制度による交付対象事業は、次の事業等で地域計画に記載されものとな

っている。し尿処理施設（新設）は、交付対象事業の「有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生

処理センター）」に該当し、交付率は交付対象事業費の 1／3 が基本となっている。 

 

表３－１－２ 循環型社会形成推進交付金の交付対象事業 

交付対象事業 具体的な施設 事業内容 

マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター、ストックヤード、

容器包装リサイクル推進施設、灰溶融

施設 

新設、増設 

エネルギー回収型廃棄物処理施設 ごみ焼却施設、メタンガス化施設、ごみ

燃料化施設 

新設、増設 

廃棄物運搬中継施設 サテライトセンター 新設、増設 

有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター、ごみ飼料化施

設、ごみ堆肥化施設 

新設、増設 

最終処分場（可燃性廃棄物の直接埋立

施設を除く。） 

最終処分場 新設、増設 

最終処分場再生事業 最終処分場 既に埋め立てられている廃棄物の減容

化と埋立処分容量の増加、基準への適

合化 

廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

（交付率１／３） 

ごみ焼却施設、し尿処理施設、リサイク

ルセンター、ストックヤード 

改良・改造 

CO2 量を 3％相当以上削減又は災害廃

棄物の受入に必要な設備を備えるもの 

廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

（交付率１／２） 

し尿処理施設 

 

改良・改造 

CO2 量を 20％相当以上削減 

漂流・漂着ごみ処理施設  新設、増設 

コミュニティ・プラント コミュニティ・プラント 新設、増設 

浄化槽設置整備事業 

公共浄化槽等市町村整備推進事業 

浄化槽 別に定める浄化槽整備に関する実施要

綱による事業 

施設整備に関する計画支援事業  廃棄物処理施設整備事業実施のために

必要な調査、計画、測量、設計、試験及

び周辺環境調査等 

 資料：循環型社会形成推進交付金交付要綱（令和 4 年 4 月 1 日施行） 

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領（令和 4 年 7 月 1 日施行） 

循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル（令和 4 年 3 月改訂） 
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２． 全国のし尿処理の状況 

１） 生活排水の処理体系 

生活排水は、人が日常生活を送る過程で発生する汚水であり、大きく分けて「し尿」と「生活雑排

水（台所・洗濯・浴室等からの排水）」からなり、し尿はさらに便所の型式によって、「汲み取りし尿」

と「水洗便所排水」に大別される。 

それらの処理は、「公共下水道」、「農業（漁業・林業）集落排水施設」、「コミュニティ・プラント」、

「浄化槽（合併処理浄化槽）」などを地域の実情に応じて、単独もしくは複数組み合わせて行われて

いる。このほか、水洗便所排水のみを処理する「みなし浄化槽（単独処理浄化槽）」、汲み取りし尿や

浄化槽から排出される汚泥（以下、「浄化槽汚泥」という。）などを処理する「し尿処理施設」、「汚泥

再生処理センター」がある。 

 

 

図３－１－１ 主な処理施設による生活排水の処理体系（組み合わせ）例 
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２） 生活排水の処理形態別人口の推移 

し尿（水洗便所排水）と生活雑排水を合わせて処理している人口は、下水道や合併処理浄化槽等の

普及により年々増加しており、総人口に対する割合（生活排水処理率）は令和 2 年度実績で 88.3％

となっている。 

一方、生活雑排水が未処理となっている人口（単独浄化槽人口、非水洗化人口）は年々減少してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：環境省一般廃棄物処理事業実態調査結果（各年度版）以下同じ 

  備考：１ 合併処理浄化槽人口には、コミュニティ・プラント人口、集落排水施設人口を含む 

          ２ 外国人人口を含む 

          ３ 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 

図３－１－２ 生活排水処理形態別人口の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考：生活排水処理率（％）＝（公共下水道＋合併処理浄化槽）人口 ÷ 総人口 × 100 

図３－１－３ 生活排水処理率の推移（全国） 
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３） し尿・浄化槽汚泥処理の状況 

全国で収集・処理されるし尿・浄化槽汚泥は、年々減少傾向で推移している。これは下水道の普及

によるものと考えられるが、その処理内訳（令和 2 年度実績）を見ると収集量の 92％がし尿処理施

設（汚泥再生処理センターを含む）で処理されており、残り 7％が下水道投入、1％がその他（堆肥

化施設、メタン化施設、農地還元等）となっている。このように、し尿処理施設は収集し尿・浄化槽

汚泥の処理において、なお重要な役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－４ し尿・浄化槽汚泥処理状況の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－５ し尿・浄化槽汚泥処理の内訳（全国：令和2年度実績） 
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第２節 熊本県におけるし尿処理行政の動向 

１． 熊本県廃棄物処理計画 

熊本県が策定している熊本県廃棄物処理計画（第 5 期：令和 3～7 年度）では、市町村が取り組む

し尿処理に関し、次のような課題が挙げられている。 

 

し尿処理に関する課題 

〇 市町村は、公衆衛生の向上及び公共水域の水質保全のため、引き続き下水道や浄化槽な

どの生活排水処理施設の整備を促進する必要があります。 

〇 特に、平成 13 年度から新設が禁止されている単独処理浄化槽(し尿のみの処理)は、引

き続き合併処理浄化槽等への切替えを進める必要があります。 

〇 一方、新たな施設整備が困難な市町村にあっては、長寿命化計画を策定し、老朽化した

施設の更新や改良を適切な時期に行うとともに、激甚化する災害を想定し適切に対応す

る必要があります。 

   

 

２． 熊本県のし尿処理の状況 

１） 生活排水の処理形態別人口の推移 

熊本県における生活排水処理形態別人口の推移についても、全国の状況と同様に下水道や合併処理

浄化槽等の普及によって、し尿（水洗便所排水）と生活雑排水を合わせて処理している人口（公共下

水道人口、合併処理浄化槽人口）が年々増加しており、総人口に対する割合（生活排水処理率）は令

和 2 年度実績で 81.9％となっている。 

一方、生活雑排水が未処理となっている人口（単独処理浄化槽、非水洗化人口）は年々減少してい

る。 
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 資料：環境省一般廃棄物処理事業実態調査結果（各年度版）熊本県 以下同じ 

  備考：１ 合併処理浄化槽人口には、コミュニティ・プラント人口、集落排水施設人口を含む 

          ２ 外国人人口を含む 

          ３ 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 

図３－２－１ 生活排水処理形態別人口の推移（熊本県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考：生活排水処理率（％）＝（公共下水道＋合併処理浄化槽）人口 ÷ 総人口 × 100 

図３－２－２ 生活排水処理形態別人口の推移（熊本県） 
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２） し尿・浄化槽汚泥処理の状況 

熊本県内で収集・処理されるし尿・浄化槽汚泥は、年々減少傾向で推移しており、平成 30 年度以降

は年間 450 千（45 万）キロリットル程となっている。減少の要因は下水道の普及によるものと考えら

れ、令和 2 年度における処理の内訳を見ると収集量の 76％がし尿処理施設（汚泥再生処理センターを

含む）で処理されており、残り 23％が下水道投入、1％がその他（堆肥化施設、メタン化施設、農地還

元等）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－３ し尿・浄化槽汚泥処理状況の推移（熊本県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－４ し尿・浄化槽汚泥処理の内訳（熊本県：令和 2年度実績） 
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第３節 生活排水処理の現状 

１． 生活排水の処理体系と処理形態別人口 

組合地域において生活排水を処理する施設としては、し尿や生活雑排水を処理する「公共下水道」、

「農業集落排水施設」、「浄化槽（合併処理浄化槽）」、し尿（水洗便所排水）のみを処理対象とする

「みなし浄化槽（単独処理浄化槽）」、汲み取りし尿を処理する「し尿処理施設」がある。 

また、し尿処理施設では、汲み取りし尿の他に浄化槽及びみなし浄化槽から排出される汚泥（以下、

「浄化槽汚泥」という。）及び農業集落排水施設から排出される汚泥（以下、「農集汚泥」という。）が処

理されている。 

構成市町村別に生活排水処理の現状を整理すると、次のとおりである。 
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１） 阿蘇市 

（１）生活排水の処理体系 

阿蘇市における生活排水処理は「公共下水道」、「浄化槽」、「みなし浄化槽」及び「し尿処理施設（所

管：阿蘇広域行政事務組合、大阿蘇環境センター蘇水館）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－１ 阿蘇市における生活排水の処理体系（令和4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は、公共下水道や浄化槽の普及

に伴って年々増加しており、生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人

口）は減少している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和 3 年度には 62.2％となっているが、全国値

の 88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比べて低い状況である。 

 

表３－３－１ 阿蘇市における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

  

図３－３－２ 阿蘇市における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3
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２） 南小国町 

（１）生活排水の処理体系 

南小国町における生活排水処理は「公共下水道」、「農業集落排水施設」、「浄化槽」、「みなし浄化槽」

及び「し尿処理施設（所管：阿蘇広域行政事務組合、滝美園）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥及び農集汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－３ 南小国町における生活排水の処理体系（令和 4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、計画処理区域内人口の減少に伴い、公共下水道人口を除く各

処理形態別人口が減少しているが、特に生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、

非水洗化人口）が大きく減少している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和 3 年度には 73.6％となっているが、全国値

の 88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比べてやや低い状況である。 

 

表３－３－２ 南小国町における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－４ 南小国町における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 4,130 4,101 4,034 3,965 3,892

２．水洗化・生活雑排水処理人口 2,954 2,982 2,954 2,903 2,863

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 1,437 1,408 1,396 1,358 1,291

(３)公共下水道人口 1,102 1,167 1,161 1,162 1,193

(４)農業集落排水施設人口 415 407 397 383 379

307 290 265 263 256

４．非水洗化人口 869 829 815 799 773

(１)し尿収集人口 869 829 815 799 773

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率 （％） 71.5 72.7 73.2 73.2 73.6

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

71.5 72.7 73.2 73.2 73.6
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３） 小国町 

（１）生活排水の処理体系 

小国町における生活排水処理は「農業集落排水施設」、「浄化槽」、「みなし浄化槽」及び「し尿処理

施設（所管：阿蘇広域行政事務組合、滝美園）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥及び農集汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－５ 小国町における生活排水の処理体系（令和4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は概ね横ばいで推移しており、

生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人口）が大きく減少している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和 3 年度の生活排水処理率は 65.7％となって

いるが、全国値の 88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比べて低い

状況である。 

 

表３－３－３ 小国町における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－６ 小国町における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 7,310 7,167 7,070 6,899 6,765

２．水洗化・生活雑排水処理人口 4,588 4,478 4,471 4,499 4,446

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 3,545 3,470 3,484 3,512 3,431

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 1,043 1,008 987 987 1,015

760 751 715 613 558

４．非水洗化人口 1,962 1,938 1,884 1,787 1,761

(１)し尿収集人口 1,962 1,938 1,884 1,787 1,761

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率 （％） 62.8 62.5 63.2 65.2 65.7

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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４） 産山村 

（１）生活排水の処理体系 

産山村における生活排水処理は「浄化槽」、「みなし浄化槽」及び「し尿処理施設（所管：阿蘇広域

行政事務組合、大阿蘇環境センター蘇水館）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－７ 産山村における生活排水の処理体系（令和4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は浄化槽の普及に伴って年々増

加傾向で推移しており、生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人口）

は減少傾向で推移している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、生活排水処理率は令和 3 年度で 58.6％となって

いるが、全国値の 88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比べて低い

状況である。 

 

表３－３－４ 産山村における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－８ 産山村における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 1,530 1,526 1,516 1,457 1,426

２．水洗化・生活雑排水処理人口 794 812 821 822 836

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 794 812 821 822 836

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

75 70 65 62 59

４．非水洗化人口 661 644 630 573 531

(１)し尿収集人口 661 644 630 573 531

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率 （％） 51.9 53.2 54.2 56.4 58.6

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

51.9 53.2 54.2 56.4 58.6
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５） 高森町 

（１）生活排水の処理体系 

高森町における生活排水処理は「浄化槽」、「みなし浄化槽」及び「し尿処理施設（所管：阿蘇広域

行政事務組合、大阿蘇環境センター蘇水館）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－９ 高森町における生活排水の処理体系（令和4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は、浄化槽の普及に伴って年々

増加しており、生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人口）は減少し

ている。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和 3 年度には 52.7％となっているが、全国値

の 88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比べると低い状況である。 

 

表３－３－５ 高森町における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３－３－１０ 高森町における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 6,566 6,487 6,398 6,245 6,197

２．水洗化・生活雑排水処理人口 3,162 3,170 3,226 3,213 3,268

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 3,162 3,170 3,226 3,213 3,268

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

393 390 382 380 323

４．非水洗化人口 3,011 2,927 2,790 2,652 2,606

(１)し尿収集人口 3,011 2,927 2,790 2,652 2,606

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口

生活排水処理率 （％） 48.2 48.9 50.4 51.4 52.7

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

48.2 48.9 50.4 51.4 52.7
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６） 南阿蘇村 

（１）生活排水の処理体系 

南阿蘇村における生活排水処理は「農業集落排水施設」、「浄化槽」、「みなし浄化槽」及び「し尿処

理施設（所管：阿蘇広域行政事務組合、大阿蘇環境センター蘇水館）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥及び農集汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－１１ 南阿蘇村における生活排水の処理体系（令和4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は、浄化槽の普及に伴って年々

増加しており、生活雑排水が未処理となっている人口のうち、非水洗化人口は減少している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和 3 年度には 89.9％と、全国値の 88.3％（令

和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）を上回っている。 

 

表３－３－６ 南阿蘇村における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－１２ 南阿蘇村における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 10,887 10,666 10,513 10,403 10,317

２．水洗化・生活雑排水処理人口 8,582 8,541 8,820 9,050 9,270

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 7,620 7,639 8,024 8,254 8,496

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 962 902 796 796 774

374 374 384 387 390

４．非水洗化人口 1,931 1,751 1,309 966 657

(１)し尿収集人口 1,931 1,751 1,309 966 657

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率 （％） 78.8 80.1 83.9 87.0 89.9

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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７） 西原村 

（１）生活排水の処理体系 

西原村における生活排水処理は「浄化槽」、「みなし浄化槽」及び「し尿処理施設（所管：阿蘇広域

行政事務組合、大阿蘇環境センター蘇水館）」で行われている。 

なお、し尿処理施設では、汲み取りし尿、浄化槽汚泥が処理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－１３ 西原村における生活排水の処理体系（令和 4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

生活排水の処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は、浄化槽の普及に伴って年々

増加傾向で推移しており、生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人口）

は減少傾向で推移している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和 3 年度には 82.7％と、全国値の 88.3％（令

和 2 年度実績）と比べ低い状況であるものの、熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）をやや上回って

いる。 

 

表３－３－７ 西原村における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－１４ 西原村における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 6,755 6,738 6,758 6,734 6,721

２．水洗化・生活雑排水処理人口 4,975 5,076 5,323 5,493 5,560

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 4,975 5,076 5,323 5,493 5,560

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

1,136 1,058 875 779 736

４．非水洗化人口 644 604 560 462 425

(１)し尿収集人口 644 604 560 462 425

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率 （％） 73.6 75.3 78.8 81.6 82.7

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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８） 組合地域 

（１）生活排水の処理体系 

組合地域における生活排水処理は、阿蘇市、南小国町、小国町、南阿蘇村においては「公共下水道」、

「農業集落排水施設」等で処理を行うほか、それ以外は「浄化槽」で処理を行っている。 

一方、産山村、高森町、西原村においては「浄化槽」を主体として生活排水処理を行っている。ま

た、汲み取りし尿、浄化槽汚泥及び農集汚泥は「し尿処理施設」で処理を行っている。 

構成市町村の生活排水処理体系を基に、組合地域における生活排水処理体系をまとめると、次のと

おりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－１５ 組合地域における生活排水の処理体系（令和4年度現在） 
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（２）生活排水の処理形態別人口 

組合地域における生活排水処理形態別人口をみると、水洗化・生活雑排水処理人口は、公共下水道、

浄化槽等の普及に伴って増加傾向で推移し、生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人

口、非水洗化人口）は減少傾向で推移している。 

その結果、生活排水処理率は年々向上しており、令和３年度には 69.3％となっているが、全国値

の 88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比べて低い状況である。 

 

表３－３－８ 組合地域における生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３－３－１６ 組合地域における生活排水処理率の推移 

（単位：人）

  区　分　/　年　度 H29 H30 R1 R2 R3

１．計画処理区域内人口 64,042 63,228 62,488 61,469 60,703

２．水洗化・生活雑排水処理人口 39,561 39,442 40,718 41,127 42,044

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 31,376 31,351 32,456 32,850 33,564

(３)公共下水道人口 5,765 5,774 6,082 6,111 6,312

(４)農業集落排水施設人口 2,420 2,317 2,180 2,166 2,168

9,768 9,576 8,509 8,098 7,747

４．非水洗化人口 14,713 14,210 13,261 12,244 10,912

(１)し尿収集人口 14,713 14,210 13,261 12,244 10,912

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率 （％） 61.8 62.4 65.2 66.9 69.3

生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

３．水洗化・生活雑排水未処理人口

　　（みなし浄化槽人口）
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２． 構成市町村における生活排水処理対策 

構成市町村における生活排水処理対策を下表に示す。 

 

表３－３－９ 構成市町村の生活排水処理対策 

市町村 取り組み・対策の内容 

阿蘇市 〇下水道区域の未普及解消、接続普及・啓発を行う。 

〇処理施設の改築更新による長寿命化を行う。 

〇合併処理浄化槽の普及・啓発を行う。 

南小国町 ○道路、水道・下水道等の公共インフラは、地域住民の安全で快適な生活を支える

重要な施設であり、利便性の向上や防災機能の強化等を目的とした整備を進め

るとともに、常時安全な状態を維持できるよう適切な管理に取り組む。 

○水道・下水道については、長寿命化計画の策定を進めつつ、基幹管路の耐震化に

向けて、診断、設計及び施工に順次取り組む。 

○近年の地震や水害等の災害によりダメージを受けた施設については、可能な限

り早期に復旧できるよう工事を進める。 

〇今後の災害に備え、国土強靭化地域計画の内容に沿って、被災時の公共インフラ

の機能確保及び早期 復旧のための対策を推進する。 

小国町 ○農業集落排水事業で整備した 3 地区（田原・秋原、西里、黒渕）の生活排水処

理施設については、状況に応じた計画的な機器の更新等を行いながら生活排水

処理が中断しないように運営する。 

〇施設の維持管理をはじめ、合併処理浄化槽設置整備事業等との関係も考慮しつ

つ、今後は県が見直す「熊本県生活排水処理施設整備構想」との整合を通して、

「小国町汚水処理構想」の見直しを令和５年度に行うなど、生活排水処理施設整

備のあり方について検討する。 

産山村 ○公共用水域の水質汚濁の進行を防止し、住民の生活環境保全を図るため、合併浄

化槽の設置費用の一部に対して補助を行う。 

高森町 〇工場、事業用排水については、関係法令等の基準により適正に処理するととも

に、し尿及び雑排水については、浄化槽など処理能力の高い施設の設置を推奨す

る。 

南阿蘇村 ○合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付事業を継続実施し、普及率向上を目指

す。 

〇農業集落排水事業の安定的経営に努めながら、生活排水事業は今後の方向性に

ついて検討を進める。 

〇経営戦略における長寿命化計画に基づき、維持管理適正化計画を策定し、下水道

処理施設の改築・更新を進める。 

〇地下水保全条例の周知に努め適切に指導を行う。 

西原村 ○補助金等を活用し、住民に合併浄化槽の転換の働きかけを行い、合併処理浄化槽

への切り替えを推進する。 

○合併処理浄化槽設置者に対し、適正な維持管理を促すために、県、市町村、指定

検査機関、保守点検・清掃業者の連携を図る。 
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３． 処理施設の状況 

構成市町村においては、生活排水処理施設として、公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備

が進められている。 

 

１） 公共下水道 

公共下水道は、阿蘇市、南小国町で整備されており、いずれも供用を開始している。それぞれの事

業概要は、次のとおりである。 

 

表３－３－１０ 公共下水道事業の概要 

処理区 

項目 

阿蘇市 南小国町 

阿蘇処理区 みなみ処理区 

事業種別 公共下水道 特環公共下水道 

全体計画 目標年度 令和 17 年度 令和 5 年度 

面積（ha） 453 6６ 

計画人口（人） 12,900 2,030 

下水処理能力（m3/日） 4,880 1,290 

認可計画 目標年度 令和 8 年度 令和 5 年度 

面積（ha） 453 66 

計画人口（人） 7,200 1,680 

下水処理能力（m3/日） 5,250 1,100 

整備状況 

（令和 4 年 8 月時点） 

面積（ha） 397 66 

区域内人口（人） 6,592 1,629 

水洗化人口（人） 5,119 1,188 

下水排除方式 分流式 分流式 

処理施設の

概要 

施設名 阿蘇市浄化センター みなみ浄化センター 

下水処理能力（m3/日） 

［日最大］ 

4,880 

（全体計画として） 

1,290 

（全体計画として） 

供用開始 昭和 61 年 4 月 平成 19 年 4 月 

資料：阿蘇市下水道課、南小国町建設課 
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２） 農業集落排水施設 

農業集落排水施設は、南小国町（１処理区）、小国町（３処理区）、南阿蘇村（１処理区）で整備さ

れており、いずれも供用を開始している。それぞれの事業概要は、次のとおりである。 

 

表３－３－１１ 農業集落排水施設の概要 

処理区 

項目 

南小国町 小国町 南阿蘇村 

米山地区 田原・秋原地区 西里地区 黒渕地区 白川地区・両併３地区 

事業開始年度 平成 12 年 平成 7 年 平成 10 年 平成 17 年 平成 17 年 

計画処理人口（人） 700 287 910 990 1,350 

処理方式 JARUSⅢ型 JARUSⅢ型 JARUSⅢ型 JARUSⅢ型 JARUSⅣ型 

濃縮汚泥をし尿処理施設へ搬出 

資料：南小国町建設課、小国町住民課、南阿蘇村環境対策課 

 

 

３） 浄化槽 

浄化槽については、各市町村において浄化槽を設置する者に対し、設置に要した費用について条例

で定める額の範囲内で補助金交付を行うほか、南小国町、小国町、南阿蘇村では各町村が事業主体と

なって浄化槽を設置・維持管理する等、浄化槽の普及促進に取り組んでいる。 
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４． し尿・浄化槽汚泥処理の現状 

１） し尿・浄化槽汚泥の収集実績 

組合地域の令和 3 年度の収集実績は以下のとおりであり、し尿及び浄化槽汚泥の合計は

35,284kL/年（1 日平均：96.7kL/日）となる。 

組合の構成市町村で収集されるし尿及び浄化槽汚泥量（農集汚泥量を含む）は、各市町村とも下水

道等の整備や浄化槽の普及が進んでいることから、全般的にし尿量が減少傾向、浄化槽汚泥量が増加

傾向で推移している。 

 

 

表３－３－１２ 令和3年度の収集実績 

 

  年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

年間 kL/年

（1日平均　 kL/日）

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

区　分 し尿 浄化槽汚泥 合計

組合地域  計

阿蘇市

南小国町

小国町

産山村

高森町

南阿蘇村

西原村

2,083 10,768 12,851

5.7 29.5 35.2

481 1,536 2,017

1.3 4.2 5.5

1,164 2,814 3,978

3.2 7.7 10.9

115 502 617

0.3 1.4 1.7

1,399 2,763 4,162

3.8 7.6 11.4

1,145 7,067 8,212

3.1 19.4 22.5

192 3,255 3,447

18.0 78.6 96.7

0.5 8.9 9.4

6,579 28,705 35,284
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表３－３－１3 し尿・浄化槽汚泥の収集実績 

  

 

  

H29 H30 R1 R2 R3

年間 kL/年 2,774 2,677 2,430 2,356 2,083

（1日平均　 kL/日） 7.6 7.3 6.6 6.5 5.7

年間 kL/年 9,935 10,590 10,502 10,566 10,768

（1日平均　 kL/日） 27.2 29.0 28.7 28.9 29.5

年間 kL/年 12,709 13,267 12,932 12,922 12,851

（1日平均　 kL/日） 34.8 36.3 35.3 35.4 35.2

年間 kL/年 478 499 460 524 481

（1日平均　 kL/日） 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3

年間 kL/年 1,747 1,610 1,790 1,779 1,536

（1日平均　 kL/日） 4.8 4.4 4.9 4.9 4.2

年間 kL/年 2,225 2,109 2,250 2,303 2,017

（1日平均　 kL/日） 6.1 5.8 6.1 6.3 5.5

年間 kL/年 1,297 1,253 1,258 1,243 1,164

（1日平均　 kL/日） 3.6 3.4 3.4 3.4 3.2

年間 kL/年 2,500 2,227 2,857 2,463 2,814

（1日平均　 kL/日） 6.8 6.1 7.8 6.7 7.7

年間 kL/年 3,797 3,480 4,115 3,706 3,978

（1日平均　 kL/日） 10.4 9.5 11.2 10.2 10.9

年間 kL/年 130 130 100 109 115

（1日平均　 kL/日） 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

年間 kL/年 446 477 382 510 502

（1日平均　 kL/日） 1.2 1.3 1.0 1.4 1.4

年間 kL/年 576 607 482 619 617

（1日平均　 kL/日） 1.6 1.7 1.3 1.7 1.7

年間 kL/年 1,285 1,272 1,194 1,274 1,399

（1日平均　 kL/日） 3.5 3.5 3.3 3.5 3.8

年間 kL/年 2,484 2,557 2,626 2,622 2,763

（1日平均　 kL/日） 6.8 7.0 7.2 7.2 7.6

年間 kL/年 3,769 3,829 3,820 3,896 4,162

（1日平均　 kL/日） 10.3 10.5 10.4 10.7 11.4

年間 kL/年 1,149 1,217 1,165 1,158 1,145

（1日平均　 kL/日） 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1

年間 kL/年 5,875 6,136 6,475 6,475 7,067

（1日平均　 kL/日） 16.1 16.8 17.7 17.7 19.4

年間 kL/年 7,024 7,353 7,640 7,633 8,212

（1日平均　 kL/日） 19.2 20.1 20.9 20.9 22.5

年間 kL/年 370 554 376 249 192

（1日平均　 kL/日） 1.0 1.5 1.0 0.7 0.5

年間 kL/年 2,629 2,707 2,804 2,963 3,255

（1日平均　 kL/日） 7.2 7.4 7.7 8.1 8.9

年間 kL/年 2,999 3,261 3,180 3,212 3,447

（1日平均　 kL/日） 8.2 8.9 8.7 8.8 9.4

年間 kL/年 7,483 7,602 6,983 6,913 6,579

（1日平均　 kL/日） 20.5 20.8 19.1 18.9 18.0

年間 kL/年 25,616 26,304 27,436 27,378 28,705

（1日平均　 kL/日） 70.2 72.1 75.0 75.0 78.6

年間 kL/年 33,099 33,906 34,419 34,291 35,284

（1日平均　 kL/日） 90.7 92.9 94.0 93.9 96.7

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

※浄化槽汚泥量には農集汚泥量を含む。

南小国町

し尿

浄化槽汚泥

合計

区　分 / 年　度

阿蘇市

し尿

浄化槽汚泥

合計

小国町

し尿

浄化槽汚泥

合計

産山村

し尿

浄化槽汚泥

合計

高森町

し尿

浄化槽汚泥

合計

南阿蘇村

し尿

浄化槽汚泥

合計

西原村

し尿

浄化槽汚泥

合計

組合地域

計

し尿

浄化槽汚泥

合計
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図３－３－１７ し尿・浄化槽汚泥の収集実績［1日平均量］（１） 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 
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図３－３－１７ し尿・浄化槽汚泥の収集実績［1日平均量］（２） 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 
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図３－３－１７ し尿・浄化槽汚泥の収集実績［1日平均量］（３） 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 
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２） し尿・浄化槽汚泥の処理体制 

組合地域内で収集されるし尿及び浄化槽汚泥（農集汚泥を含む）の処理は、本組合が管理するし尿

処理施設（大阿蘇環境センター蘇水館、滝美園）で行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

組合構成市町村 処理対象物 処理体制（処理施設）

し尿

浄化槽汚泥
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図３－３－１８ し尿・浄化槽汚泥の処理体制（令和4年度現在） 
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３） し尿処理施設の概要 

し尿処理施設の概要は次のとおりであり、本組合は 2 施設の管理運営を行っている。 

阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村は大阿蘇環境センター蘇水館（処理能力 91kL/日）、

南小国町、小国町は滝美園（処理能力 18kL/日）でし尿・浄化槽汚泥を処理しており、2 施設の処理

能力の合計は 109kL/日となる。 

 

表３－３－１4 し尿処理施設の概要 

施設の名称 大阿蘇環境センター蘇水館 

施設所管 阿蘇広域行政事務組合 

所在地 熊本県阿蘇市赤水 266 番地 

建設 着工 平成 17 年 3 月 18 日 

竣工 平成 19 年 3 月 25 日 

計画処理能力 91kL/日 

処理方式 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式 

処理対象区域 阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 

 

施設の名称 滝美園 

施設所管 阿蘇広域行政事務組合 

所在地 熊本県阿蘇郡小国町宮原 2941 

建設 着工 昭和 63 年 10 月 

竣工 平成 2 年 3 月 

計画処理能力 18kL/日 

処理方式 標準脱窒素処理方式＋高度処理 

処理対象区域 南小国町、小国町 
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４） し尿・浄化槽汚泥処理の現状 

大阿蘇環境センター蘇水館及び滝美園では、組合地域内で収集されるし尿及び浄化槽汚泥（農集汚

泥を含む）の全量が処理されている。また、し尿貯留槽の清掃時に発生した引き抜きし尿については、

民間業者へ処理委託を行っている。 

 

（１）処理実績 

組合地域内のし尿・浄化槽汚泥の処理実績は次のとおりであり、令和 3 年度の 1 日当たり処理量

はし尿 18.0kL/日、浄化槽汚泥 78.6kL/日、合計 96.7kL/日となっており、本組合が管理運営する

2 施設の計画処理能力（109kL/日）以内となっている。 

 

表３－３－１5 組合地域内における処理実績 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－３－１９ 組合地域内における処理実績 

20.5 20.8 19.1 18.9 18.0

70.2 72.1 75.0 75.0 78.6

0

20

40

60

80

100

120

H29 H30 R1 R2 R3

浄化槽汚泥

し尿

(kL/日)

(年度)

90.7 92.9 94.0 93.9 96.7

2施設の

計画処理能力の

合計(109kL/日)

H29 H30 R1 R2 R3

年間 kL/年 5,648 5,791 5,206 5,085 4,874

（1日平均　 kL/日） 15.5 15.9 14.2 13.9 13.4

年間 kL/年 21,369 22,467 22,789 23,136 24,355

（1日平均　 kL/日） 58.5 61.6 62.3 63.4 66.7

年間 kL/年 27,017 28,258 27,995 28,221 29,229

（1日平均　 kL/日） 74.0 77.4 76.5 77.3 80.1

年間 kL/年 1,680 1,657 1,626 1,668 1,545

（1日平均　 kL/日） 4.6 4.5 4.4 4.6 4.2

年間 kL/年 4,247 3,837 4,647 4,242 4,350

（1日平均　 kL/日） 11.6 10.5 12.7 11.6 11.9

年間 kL/年 5,927 5,494 6,273 5,910 5,895

（1日平均　 kL/日） 16.2 15.1 17.1 16.2 16.2

年間 kL/年 155 154 151 160 160

（1日平均　 kL/日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年間 kL/年 7,483 7,602 6,983 6,913 6,579

（1日平均　 kL/日） 20.5 20.8 19.1 18.9 18.0

年間 kL/年 25,616 26,304 27,436 27,378 28,705

（1日平均　 kL/日） 70.2 72.1 75.0 75.0 78.6

年間 kL/年 33,099 33,906 34,419 34,291 35,284

（1日平均　 kL/日） 90.7 92.9 94.0 93.9 96.7

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

※浄化槽汚泥量には農集汚泥量を含む。

区分

し尿

浄化槽汚泥

合計

し尿

浄化槽汚泥

合計

し尿

し尿

浄化槽汚泥

合計

大阿蘇環境センター
蘇水館

滝美園

民間業者
（処理委託）

組合　計
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（２）し尿処理施設の現状 

し尿処理施設の現状について、各施設の精密機能検査報告書から総合所見を抜粋すると次のとおり

である。 

 

表３－３－１6 し尿処理施設の現状 

施設 総合所見 

大阿蘇環境センター 

蘇水館 

維持管理状況について、浄化槽汚泥の混入率は今後も増加が予測される。

施設に支障を及ぼすような不具合箇所や早急に補修を要する大きな損傷は

みられないが、水槽壁面については一部漏水跡箇所が認められ、特に留意さ

れたい。 

処理機能状況では流入負荷等が設計条件に比べて低負荷となっている

が、負荷量に応じた適切な運転条件が設定されている。各工程の運転状況と

処理機能状況から判断して、所定の処理効果が発揮されており、性能上の支

障は認められない。 

 

滝美園 本施設は稼動後 29 年を経過しており、稼動当初から使用している主要

機器や電気・計装設備、配管・弁設備については、今後は補修範囲の拡大や

補修頻度の増加が懸念されるため、これらの更新時期を含めた計画的な整

備が必要である。 

また、処理機能状況においても大きな機能低下は認められないが、定期水

質結果より放流水質に変動が見られるため、分析箇所、項目、頻度等を検討

し、その結果を運転管理に反映させるとよい。 

 

資料：精密機能検査報告書（大阿蘇環境センター蘇水館：令和 4 年 2 月、滝美園：令和元年 9 月）より抜粋 

※稼動後の年数は、検査実施時における経過年数 

 

 

５） し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制 

し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬については、許可業者により大阿蘇環境センター蘇水館及び滝美園

へ搬入されている。 

収集回数及び収集方法は、し尿については月１回、または各家庭からの依頼により個別収集を行っ

ており、浄化槽汚泥については各家庭からの依頼により個別収集を行っている。 

 

表３－３－１7 し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制（令和4年度） 

項目 大阿蘇環境センター 

蘇水館 

滝美園 

収集・運搬体制 
し尿 許可業者による収集運搬 

浄化槽汚泥 許可業者による収集運搬 

 

 



 

66 

 

第４節 前回計画の目標の進捗状況  

前回計画（平成 28 年度）の中間目標（令和 3 年度）に対する進捗状況を整理すると、次のとおりと

なる。 

生活排水処理率は前回計画では令和 3 年度中間目標を 67.0％としており、令和３年度現在で 69.3％

と目標値を達成している。これは水洗化・生活雑排水処理人口が目標を達成したことに加え、計画処理

区域内人口が前回計画時の予測に比べ、少なくなっていることによるものである。 

生活排水の処理形態別人口を見ると、公共下水道人口、農業集落排水施設人口は前回計画時（平成２８

年度）に比べ減少しているものの、浄化槽人口が大幅に増加したことにより水洗化・生活雑排水処理人

口（浄化槽人口＋公共下水道人口＋農業集落排水施設人口）が増加し、前回計画における中間目標を達

成している。 

 

表３－４－１ 前回計画の目標の進捗状況 

①生活排水処理の目標（組合地域） 

年度 

区分 

前回計画時 

平成 28 年度 

前回中間目標 現在 

令和３年度 令和 3 年度 

生活排水処理率 61.0 ％  67.0 ％ 69.3 ％ 

 

②水洗化・生活雑排水処理人口（組合地域） 

年度 

区分 

前回計画時 

平成 28 年度 

前回中間目標 現在 

令和３年度 令和 3 年度 

計画処理区域内人口 65,281 62,623 60,703 

水洗化・生活雑排水処理人口 39,823 41,957 42,044 

 

③生活排水の処理形態別人口（組合地域） 

年度 

区分 

前回計画時 

平成 28 年度 

前回中間目標 現在 

令和３年度 令和 3 年度 

計画処理区域内人口 65,281 62,623 60,703 

 水洗化・生活雑排水処理人口 39,823 41,957 42,044 

  コミュニティ・プラント人口 0 0 0 

  浄化槽人口 30,426 31,567 33,564 

  公共下水道人口 6,910 8,033 6,312 

  農業集落排水施設人口 2,487 2,357 2,168 

 水洗化・生活雑排水未処理人口 

（みなし浄化槽） 
10,000 8,021 7,747 

 非水洗化人口 15,458 12,645 10,912 

  し尿収集人口 15,458 12,645 10,912 

  自家処理人口 0 0 0 

計画処理区域外人口 0 0 0 
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第５節 生活排水処理の課題 

組合地域における生活排水処理の現状から、課題を整理すると、次のとおりとなる。 

 

課題１ 生活排水処理率の向上 

 

生活排水処理率は、各市町村とも概ね年々向上してきており、令和 3 年度には、阿蘇市 62.2％、

南小国町 73.6％、小国町 65.7％、産山村 58.6％、高森町 52.7％、南阿蘇村 89.9％、西原村 82.7％

であり、組合地域全体で 69.3％と前回計画時の中間目標を達成しているが、依然として全国値の

88.3％（令和 2 年度実績）や熊本県の 81.9％（令和 2 年度実績）と比較すると南阿蘇村、西原村

を除き、いずれの市町村とも低い状況にある。 

このため、各市町村においては引き続き、地域の実情に応じた生活排水対策に取り組むことにより、

生活排水処理率が向上していくことが望まれる。 

 

課題２ 施設の補修・整備について 

 

令和元年度に実施した精密機能検査結果によると、滝美園は稼動開始から 29 年（検査実施時）が

経過し、設備・装置の老朽化が進行しており、今後は補修範囲の拡大や補修頻度の増加が懸念される

ため、計画的な損傷箇所の補修・整備が必要であるとされている。 
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第４章 生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量等の将来予測 

第１節 生活排水処理形態別人口 

構成市町村の生活排水処理形態別人口の将来予測を行うと、次のとおりとなる。 

 

１） 阿蘇市 

阿蘇市における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 76.0％（19,058 人／25,067 人）、計画目標年次の令和 14 年度で

82.1％（19,873 人／24,219 人）になると予測される。 

 

表４－１－１ 阿蘇市 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 25,393 25,401 25,409 25,415 25,241 25,067

２．水洗化・生活雑排水処理人口 16,314 16,956 17,602 18,254 18,910 19,058

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 10,777 11,001 11,229 11,463 11,701 11,945

(３)公共下水道人口 5,537 5,955 6,373 6,791 7,209 7,113

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0 0

5,139 4,780 4,419 4,053 3,584 3,401

４．非水洗化人口 3,940 3,665 3,388 3,108 2,747 2,608

(１)し尿収集人口 3,940 3,665 3,388 3,108 2,747 2,608

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 64.2 66.8 69.3 71.8 74.9 76.0

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 24,893 24,719 24,547 24,383 24,219

２．水洗化・生活雑排水処理人口 19,210 19,368 19,531 19,699 19,873

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 12,193 12,447 12,706 12,970 13,240

(３)公共下水道人口 7,017 6,921 6,825 6,729 6,633

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

3,217 3,029 2,839 2,651 2,460

４．非水洗化人口 2,466 2,322 2,177 2,033 1,886

(１)し尿収集人口 2,466 2,322 2,177 2,033 1,886

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 77.2 78.4 79.6 80.8 82.1

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－１ 阿蘇市 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－２ 阿蘇市 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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２） 南小国町 

南小国町における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 77.1％（2,929 人／3,800 人）、計画目標年次の令和 14 年度で

78.7％（2,859 人／3,634 人）になると予測される。 

 

表４－１－２ 南小国町 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 3,886 3,880 3,874 3,866 3,833 3,800

２．水洗化・生活雑排水処理人口 2,890 2,912 2,933 2,950 2,941 2,929

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 1,256 1,216 1,175 1,130 1,059 1,076

(３)公共下水道人口 1,261 1,329 1,397 1,465 1,531 1,503

(４)農業集落排水施設人口 373 367 361 355 351 350

241 231 222 213 205 198

４．非水洗化人口 755 737 719 703 687 673

(１)し尿収集人口 755 737 719 703 687 673

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 74.4 75.1 75.7 76.3 76.7 77.1

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 3,767 3,734 3,700 3,667 3,634

２．水洗化・生活雑排水処理人口 2,918 2,905 2,890 2,875 2,859

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 1,094 1,110 1,124 1,138 1,151

(３)公共下水道人口 1,475 1,447 1,419 1,391 1,363

(４)農業集落排水施設人口 349 348 347 346 345

191 184 178 172 167

４．非水洗化人口 658 645 632 620 608

(１)し尿収集人口 658 645 632 620 608

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 77.5 77.8 78.1 78.4 78.7

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－３ 南小国町 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－４ 南小国町 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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３） 小国町 

小国町における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 70.3％（3,953 人／5,623 人）、計画目標年次の令和 14 年度で

77.3％（3,906 人／5,054 人）になると予測される。 

 

表４－１－３ 小国町 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 6,538 6,311 6,084 5,855 5,739 5,623

２．水洗化・生活雑排水処理人口 4,320 4,203 4,086 3,966 3,960 3,953

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 3,287 3,152 3,017 2,879 2,856 2,872

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 1,033 1,051 1,069 1,087 1,104 1,081

517 463 408 354 300 246

４．非水洗化人口 1,701 1,645 1,590 1,535 1,479 1,424

(１)し尿収集人口 1,701 1,645 1,590 1,535 1,479 1,424

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 66.1 66.6 67.2 67.7 69.0 70.3

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 5,507 5,391 5,276 5,165 5,054

２．水洗化・生活雑排水処理人口 3,946 3,941 3,935 3,933 3,906

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 2,888 2,906 2,923 2,944 2,940

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 1,058 1,035 1,012 989 966

192 137 83 29 0

４．非水洗化人口 1,369 1,313 1,258 1,203 1,148

(１)し尿収集人口 1,369 1,313 1,258 1,203 1,148

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 71.7 73.1 74.6 76.1 77.3

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－５ 小国町 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－６ 小国町 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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４） 産山村 

産山村における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 69.0％（884 人／1,281 人）、計画目標年次の令和 14 年度で 77.2％

（919 人／1,191 人）になると予測される。 

 

表４－１－４ 産山村 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 1,399 1,372 1,345 1,317 1,299 1,281

２．水洗化・生活雑排水処理人口 844 853 861 869 877 884

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 844 853 861 869 877 884

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0 0

56 52 48 45 42 40

４．非水洗化人口 499 467 436 403 380 357

(１)し尿収集人口 499 467 436 403 380 357

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 60.3 62.2 64.0 66.0 67.5 69.0

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 1,263 1,245 1,225 1,208 1,191

２．水洗化・生活雑排水処理人口 892 899 906 913 919

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 892 899 906 913 919

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

37 35 32 30 27

４．非水洗化人口 334 311 287 265 245

(１)し尿収集人口 334 311 287 265 245

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 70.6 72.2 74.0 75.6 77.2

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－７ 産山村 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－８ 産山村 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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５） 高森町 

高森町における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 65.5％（3,418 人／5,221 人）、計画目標年次の令和 14 年度で

74.2％（3,556 人／4,792 人）になると予測される。 

 

表４－１－５ 高森町 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 5,997 5,797 5,597 5,395 5,308 5,221

２．水洗化・生活雑排水処理人口 3,285 3,311 3,338 3,364 3,391 3,418

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 3,285 3,311 3,338 3,364 3,391 3,418

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0 0

299 274 249 224 211 199

４．非水洗化人口 2,413 2,212 2,010 1,807 1,706 1,604

(１)し尿収集人口 2,413 2,212 2,010 1,807 1,706 1,604

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 54.8 57.1 59.6 62.4 63.9 65.5

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 5,134 5,047 4,958 4,875 4,792

２．水洗化・生活雑排水処理人口 3,445 3,473 3,500 3,528 3,556

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 3,445 3,473 3,500 3,528 3,556

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

186 174 161 149 136

４．非水洗化人口 1,503 1,400 1,297 1,198 1,100

(１)し尿収集人口 1,503 1,400 1,297 1,198 1,100

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 67.1 68.8 70.6 72.4 74.2

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－９ 高森町 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－１０ 高森町 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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６） 南阿蘇村 

南阿蘇村における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和9年度で95.9％（9,902／10,328人）、計画目標年次の令和14年度で97.6％

（9,597 人／9,838 人）になると予測される。 

 

表４－１－６ 南阿蘇村 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 10,369 10,421 10,473 10,526 10,427 10,328

２．水洗化・生活雑排水処理人口 9,409 9,548 9,687 9,826 9,963 9,902

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 8,636 8,776 8,916 9,056 9,196 9,163

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 773 772 771 770 767 739

358 325 293 261 173 159

４．非水洗化人口 602 548 493 439 291 267

(１)し尿収集人口 602 548 493 439 291 267

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 90.7 91.6 92.5 93.3 95.6 95.9

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 10,229 10,130 10,032 9,935 9,838

２．水洗化・生活雑排水処理人口 9,841 9,780 9,719 9,658 9,597

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 9,130 9,097 9,064 9,031 8,998

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 711 683 655 627 599

145 130 117 103 90

４．非水洗化人口 243 220 196 174 151

(１)し尿収集人口 243 220 196 174 151

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 96.2 96.5 96.9 97.2 97.6

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－１１ 南阿蘇村 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－１２ 南阿蘇村 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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７） 西原村 

西原村における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 94.6％（6,420 人／6,786 人）、計画目標年次の令和 14 年度で

100％（6,851 人／6,851 人）になると予測される。 

 

表４－１－７ 西原村 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 6,732 6,743 6,754 6,764 6,775 6,786

２．水洗化・生活雑排水処理人口 5,745 5,888 6,026 6,161 6,292 6,420

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 5,745 5,888 6,026 6,161 6,292 6,420

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0 0

626 542 462 382 306 232

４．非水洗化人口 361 313 266 221 177 134

(１)し尿収集人口 361 313 266 221 177 134

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 85.3 87.3 89.2 91.1 92.9 94.6

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 6,797 6,808 6,819 6,835 6,851

２．水洗化・生活雑排水処理人口 6,544 6,666 6,784 6,835 6,851

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 6,544 6,666 6,784 6,835 6,851

(３)公共下水道人口 0 0 0 0 0

(４)農業集落排水施設人口 0 0 0 0 0

160 90 22 0 0

４．非水洗化人口 93 52 13 0 0

(１)し尿収集人口 93 52 13 0 0

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 96.3 97.9 99.5 100.0 100.0

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－１３ 西原村 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－１４ 西原村 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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８） 組合地域 

組合地域における今後の生活排水処理形態別人口は、水洗化・生活雑排水処理人口が増加し、生活

雑排水が未処理人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人口）は減少するものと予測される。 

組合地域における今後の水洗化・生活雑排水処理人口は、総人口（計画処理区域内人口）に対して、

中間目標年次の令和 9 年度で 80.1％（46,564 人／58,106 人）、計画目標年次の令和 14 年度で

85.6％（47,561 人／55,579 人）になると予測される。 

 

表４－１－８ 組合地域 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

１．計画処理区域内人口 60,314 59,925 59,536 59,138 58,622 58,106

２．水洗化・生活雑排水処理人口 42,807 43,671 44,533 45,390 46,334 46,564

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 33,830 34,197 34,562 34,922 35,372 35,778

(３)公共下水道人口 6,798 7,284 7,770 8,256 8,740 8,616

(４)農業集落排水施設人口 2,179 2,190 2,201 2,212 2,222 2,170

7,236 6,667 6,101 5,532 4,821 4,475

４．非水洗化人口 10,271 9,587 8,902 8,216 7,467 7,067

(１)し尿収集人口 10,271 9,587 8,902 8,216 7,467 7,067

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0 0

(％) 71.0 72.9 74.8 76.8 79.0 80.1

R10 R11 R12 R13 R14

１．計画処理区域内人口 57,590 57,074 56,557 56,068 55,579

２．水洗化・生活雑排水処理人口 46,796 47,032 47,265 47,441 47,561

(１)コミュニティ・プラント人口 0 0 0 0 0

(２)浄化槽人口 36,186 36,598 37,007 37,359 37,655

(３)公共下水道人口 8,492 8,368 8,244 8,120 7,996

(４)農業集落排水施設人口 2,118 2,066 2,014 1,962 1,910

4,128 3,779 3,432 3,134 2,880

４．非水洗化人口 6,666 6,263 5,860 5,493 5,138

(１)し尿収集人口 6,666 6,263 5,860 5,493 5,138

(２)自家処理人口 0 0 0 0 0

(％) 81.3 82.4 83.6 84.6 85.6

※生活排水処理率（％）：水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×100

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）

生活排水処理率

  区　分　/　年　度

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（みなし浄化槽人口）
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図４－１－１５ 組合地域 生活排水処理形態別人口の将来予測結果 

 

図４－１－１６ 組合地域 将来予測結果に基づく生活排水処理率の推移 
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第２節 し尿・浄化槽汚泥量 

前節で予測した生活排水の処理形態別人口（し尿収集人口、浄化槽人口、農業集落排水施設人口、

みなし浄化槽人口）や、実績に基づくし尿及び浄化槽汚泥（農集汚泥を含む）の１人１日あたりの平

均排出量（排出原単位）を基に、今後のし尿・浄化槽汚泥量の予測を行うと、次のとおりとなる。 

 

表４－２－１ し尿・浄化槽汚泥量の予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状 計画目標年次

令和3年度 令和9年度 令和14年度

し尿 (kL/年) 2,083 1,244 913

浄化槽汚泥 (kL/年) 10,768 10,222 10,439

合計 (kL/年) 12,851 11,466 11,352

し尿 (kL/日) 5.7 3.4 2.5

浄化槽汚泥 (kL/日) 29.5 27.9 28.6

合計 (kL/日) 35.2 31.3 31.1

し尿 (kL/年) 481 403 365

浄化槽汚泥 (kL/年) 1,536 1,385 1,424

合計 (kL/年) 2,017 1,788 1,789

し尿 (kL/日) 1.3 1.1 1.0

浄化槽汚泥 (kL/日) 4.2 3.8 3.9

合計 (kL/日) 5.5 4.9 4.9

し尿 (kL/年) 1,164 952 767

浄化槽汚泥 (kL/年) 2,814 2,244 2,081

合計 (kL/年) 3,978 3,196 2,848

し尿 (kL/日) 3.2 2.6 2.1

浄化槽汚泥 (kL/日) 7.7 6.1 5.7

合計 (kL/日) 10.9 8.7 7.8

し尿 (kL/年) 115 73 37

浄化槽汚泥 (kL/年) 502 484 511

合計 (kL/年) 617 557 548

し尿 (kL/日) 0.3 0.2 0.1

浄化槽汚泥 (kL/日) 1.4 1.3 1.4

合計 (kL/日) 1.7 1.5 1.5

し尿 (kL/年) 1,399 769 548

浄化槽汚泥 (kL/年) 2,763 2,672 2,738

合計 (kL/年) 4,162 3,441 3,286

し尿 (kL/日) 3.8 2.1 1.5

浄化槽汚泥 (kL/日) 7.6 7.3 7.5

合計 (kL/日) 11.4 9.4 9.0

し尿 (kL/年) 1,145 329 183

浄化槽汚泥 (kL/年) 7,067 7,107 6,826

合計 (kL/年) 8,212 7,436 7,009

し尿 (kL/日) 3.1 0.9 0.5

浄化槽汚泥 (kL/日) 19.4 19.4 18.7

合計 (kL/日) 22.5 20.3 19.2

し尿 (kL/年) 192 73 0

浄化槽汚泥 (kL/年) 3,255 3,214 3,285

合計 (kL/年) 3,447 3,287 3,285

し尿 (kL/日) 0.5 0.2 0.0

浄化槽汚泥 (kL/日) 8.9 8.8 9.0

合計 (kL/日) 9.4 9.0 9.0

し尿 (kL/年) 6,579 3,843 2,813

浄化槽汚泥 (kL/年) 28,705 27,328 27,304

合計 (kL/年) 35,284 31,171 30,117

し尿 (kL/日) 18.0 10.5 7.7

浄化槽汚泥 (kL/日) 78.6 74.7 74.8

合計 (kL/日) 96.7 85.2 82.5

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

※浄化槽汚泥量には農集汚泥量を含む。

日平均量

年間排出量

日平均量

年間排出量

小国町

年間排出量

日平均量

年間排出量

日平均量

年間排出量

日平均量

組合地域

計

西原村

南阿蘇村

高森町

産山村

中間目標年次
区分＼年度

阿蘇市

日平均量

年間排出量

日平均量

年間排出量

南小国町

日平均量

年間排出量
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図４－２－１ し尿・浄化槽汚泥量等の将来予測結果（１） 
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図４－２－１ し尿・浄化槽汚泥量等の将来予測結果（２） 
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図４－２－１ し尿・浄化槽汚泥量等の将来予測結果（３） 
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第５章 生活排水処理基本計画 

第１節 生活排水処理計画 

１． 生活排水処理の基本方針 

産業や経済の発展、都市化による生活様式の変化に伴い、水需要が増大する一方で、下水道をはじ

めとする生活排水処理施設の整備の遅れから、市街地や集落を流れる中小河川及び湖沼、海域などの

公共用水域では、生活排水が流れ込むことによって依然として水質汚濁が発生し、社会的な問題とな

っている。 

組合地域においても例外ではなく、各構成市町村においては、地域の実情に応じて下水道、浄化槽

などの生活排水処理施設の整備の推進、水洗化の促進などが図られているところである。 

ここでは、組合地域における生活排水処理の適正化に向けての基本方針を、次のとおり定めること

とする。 

 

 

生活排水処理の基本方針 

1. 生活排水処理施設の整備の推進 

構成市町村においては、引き続き各市町村の計画に基づいて公共下水道、浄化槽等の整備事業

を推進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全・改善に取り組むものとする。 

 

２． 水洗化の促進 

構成市町村のうち、公共下水道や農業集落排水施設が整備されている区域で、未接続となって

いる家庭・事業所に対しては、下水道等への接続を働きかけ、水洗化の促進に努めるものとする。 

 

３． みなし浄化槽から合併処理への転換 

みなし浄化槽を設置している家庭・事業所に対しては、生活排水処理を促進するため、合併処

理（公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽）への転換を働きかけることとする。 

 

４． 水質保全意識の向上 

日常生活や生産活動における水環境への負荷を低減するため、構成市町村と連携しながら、水

環境の回復・保全に関する教育や広報・啓発活動に努め、水環境保全意識の向上を図ることとす

る。 
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２． 生活排水の処理主体 
組合地域における生活排水（処理施設の種類ごと）の処理主体は、次のとおりとなる。 

 

表５－１－１ 生活排水（処理施設の種類ごと）の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 阿蘇市 し尿、生活雑排水 阿蘇市 

南小国町 南小国町 

農業集落排水施設 南小国町 し尿、生活雑排水 南小国町 

小国町 小国町 

南阿蘇村 南阿蘇村 

浄化槽 阿蘇市 し尿、生活雑排水 個人 

南小国町 個人、南小国町 

小国町 個人、小国町 

産山村 個人 

高森町 個人 

南阿蘇村 個人、南阿蘇村 

西原村 個人 

みなし浄化槽 し尿 個人 

し尿処理施設 し尿、浄化槽汚泥 

農集汚泥 

阿蘇広域行政事務組合 
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３． 生活排水処理の目標 

生活排水処理形態別人口の将来予測結果を基に、次のとおり、組合地域における生活排水処理の目

標とする。 

 

表５－１－２ 生活排水処理の目標 

①生活排水処理の目標（組合地域） 

年度 

区分 

現在 

令和３年度 

中間目標年次 計画目標年次 

令和 14 年度 令和 9 年度 

生活排水処理率 69.3 ％ 80.1 ％ 85.6 ％ 

 

②水洗化・生活雑排水処理人口（組合地域） 

年度 

区分 

現在 

令和３年度 

中間目標年次 計画目標年次 

令和 14 年度 令和 9 年度 

計画処理区域内人口 60,703 58,106 55,579 

水洗化・生活雑排水処理人口 42,044 46,564 47,561 

 

③生活排水の処理形態別人口（組合地域） 

年度 

区分 

現在 

令和３年度 

中間目標年次 計画目標年次 

令和 14 年度 令和 9 年度 

計画処理区域内人口 60,703 58,106 55,579 

 水洗化・生活雑排水処理人口 42,044 46,564 47,561 

  コミュニティ・プラント人口 0 0 0 

  浄化槽人口 33,564 35,778 37,655 

  公共下水道人口 6,312 8,616 7,996 

  農業集落排水施設人口 2,168 2,170 1,910 

 水洗化・生活雑排水未処理人口 

（みなし浄化槽） 
7,747 4,475 2,880 

 非水洗化人口 10,912 7,067 5,138 

  し尿収集人口 10,912 7,067 5,138 

  自家処理人口 0 0 0 

計画処理区域外人口 0 0 0 
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第２節 し尿・汚泥の処理計画 

１． し尿・浄化槽汚泥処理の基本方針 

今後の生活排水処理は、し尿（水洗便所排水）と生活雑排水を合わせた合併型の処理システム（下

水道や浄化槽）が主流となるが、それを普及させ維持していくためには、浄化槽等から排出される汚

泥の処理を安定的かつ適正に行うことが重要になる。 

このような状況を踏まえ、組合地域におけるし尿・汚泥処理の基本方針を、次のように定めること

とする。 

 

 

し尿・汚泥処理の基本方針 

１． し尿・浄化槽汚泥等の適正処理 

生活排水（し尿及び生活雑排水）の処理対策としては、組合を構成する各市町村において、地

域の実情に応じた生活排水処理施設の整備が進められるものとし、本組合では汲み取りし尿及

び浄化槽汚泥等の適正処理を行う。 

 

２． 既存し尿処理施設の適正管理と機能維持 

収集されるし尿・浄化槽汚泥等は、引き続き本組合が管理するし尿処理施設（大阿蘇環境セン

ター蘇水館、滝美園）で適正処理を行っていくこととし、既存施設の適正管理と機能維持に努め

る。なお、滝美園は稼動開始から 32 年を経過しており施設の老朽化が進んでいることから、し

尿・汚泥処理を安定して継続的に行うために、施設の計画的な補修・整備について検討を行う。 

 

３． 浄化槽の適正管理の啓発 

構成市町村と連携しながら、浄化槽管理者に対し、浄化槽の適正な清掃と保守点検の重要性に

ついて啓発し、浄化槽の機能維持に努める。 
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２． し尿・汚泥の処理計画 

し尿・汚泥処理の基本方針に基づき、し尿・汚泥の処理計画を次のように定めることとする。 

 

１） 計画処理区域 

計画処理区域は、阿蘇広域行政事務組合を構成する阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、

南阿蘇村、西原村のし尿・汚泥収集区域の全域とする。 

 

２） し尿・浄化槽汚泥の処理主体 

計画処理区域で収集されるし尿・浄化槽汚泥等は、今後も阿蘇広域行政事務組合が主体となって処

理を行っていく。 

 

３） 収集・運搬計画 

し尿・浄化槽汚泥等の収集・運搬は、毎年度定める収集・運搬計画に基づいて行うことを基本とす

る。 

 

４） 中間処理計画 

（１）処理対象物 

処理対象は、本組合地域内で収集されるし尿・浄化槽汚泥と農集汚泥とする。 

（２）処理対象量 

し尿・浄化槽汚泥等の今後の処理対象量は、将来予測結果より、次のように見込まれる。 

 

表５－２－１ し尿・浄化槽汚泥等の処理対象量（見込み） 

 処理対象量（見込み） 

令和 9 年度 令和 14 年度 

し尿 (kL/年) 3,843 2,813 

(kL/日) 10.5 7.7 

浄化槽汚泥 (kL/年) 27,328 27,304 

(kL/日) 74.7 74.8 

合計 (kL/年) 31,171 30,117 

(kL/日) 85.2 82.5 

※浄化槽汚泥量には農集汚泥量を含む。 

 

（３）中間処理計画 

し尿・浄化槽汚泥等の処理は、引き続き、本組合が管理する中間処理施設（大阿蘇環境センター蘇

水館、滝美園）で適正に処理を行っていくこととし、既存施設の適正管理と機能維持に努めることと

する。 
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５） 再資源化計画 

（１）資源化対象物 

資源化の対象物は、し尿・浄化槽汚泥等の処理過程で発生する汚泥（し尿処理汚泥）とする。 

（２）資源化計画 

し尿処理汚泥の資源化については、現在、大阿蘇環境センター蘇水館ではし尿処理汚泥を乾燥させ

た後、発酵させ堆肥として再生利用（農地還元）を行っている。一方、滝美園ではし尿処理汚泥を脱

水後、脱水汚泥として外部に搬出し堆肥化後、再生利用（農地還元）を行っている。 

今後も現行体制を維持し、し尿処理汚泥の有効利用を図っていくこととする。 

 

６） 最終処分計画 

し尿・浄化槽汚泥等の処理過程で発生する残さ物（脱水し渣）の処理・処分は、大阿蘇環境センタ

ー蘇水館は同施設内で焼却処理を行い、滝美園は大阿蘇環境センター未来館で処理を行っている。焼

却処理された後の灰は最終処分場へ搬出、適正に埋立処分を行っている。 

今後も引き続き、残さ物の減量化と安定化を図った上で適正処分を行っていくこととする。 

 

７） 施設整備に関する計画 

滝美園は稼動開始から 32 年（令和 4 年度時点）を経過しており施設の老朽化が進んでいることか

ら、今後もし尿・汚泥処理を安定して継続的に行うために、施設の計画的な補修・整備について検討

を行うとともに、整備方針についても検討を行うものとする。 

 

８） その他の計画 

平成 28 年熊本地震や令和 2 年 7 月豪雨等での災害廃棄物処理対応を通して得られた知見や課題

を踏まえ、組合及び構成市町村は、今後の地震や風水害等の大規模災害時に備えて、熊本県、県内市

町村・一部事務組合・広域連合、その他関係団体等と次のような対応について協議、調整を進めてい

くこととする。 

 

○災害発生時のし尿・汚泥処理への対応について、組合と構成市町村の連携体制と役割分担の明確

化。 

○仮設トイレその他の必要資材の確保。 

○災害発生等の非常時に収集運搬、処理・処分等の対応が困難となった場合に備えて、熊本県、県

内市町村・一部事務組合・広域連合及び関係団体等との連携体制、相互支援体制の強化。 

○災害廃棄物処理計画の策定・見直し。 

 

 

 


